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0.2 

0.4 

１９歳以下, 0.4 
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２０～２４歳, 2.1 

4.3 

5.5 

２５～

２９歳,
4.9 

8.5 

12.1 
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17.6 

４０～４４歳, 15.9 

14.5 

13.5 

４５～４９歳, 13.9 

11.7 

10.9 

５０～５４歳,
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9.3 

6.3 

５５～５９歳,
8.6 

12.5 

7.4 

６０～６４歳,
11.1 

6.7 

6.9 

６５歳以上,
6.9 

1.3 

1.6 

無回答,
1.4 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

期間の定めがある

(n=3,756)  
（平均４７．０歳）

期間の定めがない

(n=1,317)
（平均４４．８歳）

計(n=5,317)
（平均４６．４歳）

16.3 

11.5 

男性, 
15.3 

83.1 

88.2 

女性, 84.2 

0.5 

0.4 

無回答,
0.5 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

期間の定めがある

(n=3,756)

期間の定めがない

(n=1,317)

計(n=5,317)

第第第第２２２２節節節節    短短短短時間労時間労時間労時間労働者に働者に働者に働者に対する調対する調対する調対する調査結果査結果査結果査結果    

１１．１．１．．有効回有効回有効回有効回答答答答労働労働労働労働者者者者の主の主の主の主な属性な属性な属性な属性    

回答労働者（ｎ＝５，３１７）の属性（プロフィール）は、以下の通りだった。 

（（（（１）１）１）１）性別性別性別性別と年齢と年齢と年齢と年齢

性別は、女性が８４．２％（無期パート８８．２％、有期パート８３．１％）を占め、

男性は１５．３％（同順に１１．５％、１６．３％）だった（第２－２－１図）。年齢階

級別には、｢４０～４４歳｣（１５．９％）がもっとも多く、次いで｢３５～３９歳｣（１

４．２％）、｢４５～４９歳｣（１３．９％）、｢５０～５４歳｣（１１．５％）、｢６０～６

４歳｣（１１．１％）、｢３０～３４歳｣（９．３％）、｢５５～５９歳｣（８．６％）――な

どとなっている（平均４６．４歳）。性別と年齢を掛け合わせると、「女性・中年層（３

５～５４歳）」が半数超（５３．０％）を占め、次いで「女性・高齢層（５５歳以上）」

が１６．０％、「女性・若年層（３４歳以下）」が１４．４％、「男性・高齢層」が１０．

６％、「男性・中年層」が２．３％、「男性・若年層」が２．２％となった。 

これを無期・有期パート別にみると、無期パートの方が相対的に、女性がやや多くな 

っている。また、年齢階級別には、無期パートでは多い順に「４０～４４歳」（１７．６％）、

「３５～３９歳」（１５．８％）、「４５～４９歳」（１３．５％）、「３０～３４歳」（１２．

１％）などとなり、有期パートに比べて４５歳未満の割合がやや高く平均４４．８歳だ 

った。一方、有期パートでは多い順に「４０～４４歳」（１５．４％）、「４５～４９歳」

（１４．５％）、「３５～３９歳」（１３．８％）、「６０～６４歳」（１２．５％）などと

なり、無期パートに比べて４５歳以上がやや多く平均４７．０歳だった。性別と年齢を

掛け合わせてみると、無期パートは相対的に女性中年層がやや多く、一方で有期パート

は男性高齢層がやや多くなっている。 

第第第第２－２－２－２－２２２２－－－－１図１図１図１図    性別と性別と性別と性別と年齢年齢年齢年齢    
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13.0 

10.9 

未婚, 
12.8 

77.2 

79.1 

既婚, 77.1 

9.0 

9.6 

離婚・

死別, 
9.2 

0.8 
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無回答,
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0% 20% 40% 60% 80% 100%

期間の定めが

ある
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期間の定めが

ない

(n=1,317)
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3.9 

4.5 

中学, 
4.2 

39.6 

42.7 

高校, 40.5 

14.2 

17.1 

専門学校, 14.9 

19.2 

19.4 

短大・高専, 19.1 

18.4 

13.4 

大学, 16.9 

1.5 

0.7 

大学院, 1.3 

2.2 

1.5 

在学中, 
2.2 

0.9 

0.7 

無回答,
1.0 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

期間の定めがある

(n=3,756)

期間の定めがない

(n=1,317)

計(n=5,317)

（２）婚姻状況（２）婚姻状況（２）婚姻状況（２）婚姻状況    

婚姻状況については、既婚者が７７．１％（無期パート７９．１％、有期パート７７．

２％）で、未婚者が１２．８％（同順に１０．９％、１３．０％）、離婚・死別が９．２％

（９．６％、９．０％）だった（第２－２－２図）。これを性別と組み合わせると、男性

では既婚者が６６．４％、女性では既婚者が７９．２％などとなっている。 

 

第２－第２－第２－第２－２２２２－２図－２図－２図－２図    婚姻状況婚姻状況婚姻状況婚姻状況    

 

 

 

 

 

 

 

（３）最終学歴（３）最終学歴（３）最終学歴（３）最終学歴    

 最終学歴については、「高校」が４０．５％でもっとも多く、次いで「短大・高専」が

１９．１％、「大学」が１６．９％などとなっている（第２－２－３図）。これを無期・

有期パート別にみると、無期パートの方が「高校」（無期パート４２．７％、有期パート

３９．６％）の割合が高く、有期パートでは「大学」（１３．４％、１８．４％）の割合

が相対的に高くなっている。 

第２－第２－第２－第２－２２２２－３図－３図－３図－３図    最終学歴最終学歴最終学歴最終学歴 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４）（４）（４）（４）生活環境生活環境生活環境生活環境    

 世帯人員について聞くと、「１人（単身・同居者なし）」が５．９％（無期パート５．

３％、有期パート５．９％）で、同居者が「いる」割合は９２．６％（無期９３．０％、

有期９２．７％）だった（第２－２－４図）。同居者がいる場合の人数分布は、多い順に

「４人」が２７．８％（同順に２９．５％、２７．２％）、「３人」が２４．５％（２２．

８％、２５．２％）、「２人」が２３．１％（２０．０％、２４．４％）などとなってい
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(n=1,225)
期間の定めがある

(n=3,482)

％

（複数回答）（複数回答）（複数回答）（複数回答）

5.9 

5.3 

同居者

なし,
5.9 

24.4 

20.0 

２人, 23.1 

25.2 

22.8 

３人, 24.5 

27.2 

29.5 

４人, 27.8 

10.1 

12.1 

５人, 10.5 

5.8 

8.6 

６人

以上,
6.7 

1.4 

1.7 

無回答, 
1.5 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

期間の定めがある

(n=3,756)

期間の定めがない

(n=1,317)

計(n=5,317)

る。平均世帯人数は３．４人（無期パート３．５人、有期パート３．３人）で、無期パ

ートの方が相対的に多くなっている。 

 同居者がいる場合の同居者の種類については（複数回答）、「配偶者」（７９．３％）、

「子ども」（６６．４％）、「親」（２５．５％）の順に多く、無期パートでは相対的に「子

ども」と同居している割合が高い。また、子が同居している場合に末子の年齢を聞くと、

多い順に「高校生以上」（４１．７％）、「３歳以上～小学校就学前」（１３．３％）、「小

学校高学年（４～６年生）」（１２．４％）などとなった。これを無期・有期パート別に

みると、無期パートの方が相対的に子どもの年齢が小さく、特に「小学校就学前」であ

る割合（無期３０．３％、有期１８．８％）が高い。一方で有期パートは、「高校生以上」

である割合（同順に３４．１％、４４．８％）が相対的に高くなっている。 

    

第２－第２－第２－第２－２２２２－－－－４４４４図図図図    世帯世帯世帯世帯人数と人数と人数と人数と同居者の同居者の同居者の同居者の種類種類種類種類    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

    

（５）世帯の収入源と年収水準（５）世帯の収入源と年収水準（５）世帯の収入源と年収水準（５）世帯の収入源と年収水準    

世帯の収入源を聞くと、｢主に配偶者の収入｣が６０．４％を占める一方、｢主に自分の

収入｣も２０．７％となっている（第２－２－５図）。これを無期・有期パート別にみる

と、「主に配偶者の収入」である割合は無期パート（６６．０％）の方が有期パート（５

９．１％）より高く、その分、「主に自分の収入」である割合は、有期パート（２２．１％）

が無期パート（１６．７％）より相対的に高くなっている。 

 世帯における２０１１年１月１日～１２月３１日の年収水準（税込み）については、

多い順に｢３００～４００万円未満｣（１５．３％）、｢４００～５００万円未満｣（１４．

６％）、｢５００～６００万円未満｣（１２．３％）、｢２００万円未満｣（１１．５％）―

―などとなった。これを無期・有期パート別にみると、年収水準は全体として、有期パ
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22.1 

16.7 

主に自分の収入, 20.7 

59.1 

66.0 

主に配偶者の収入, 60.4 

6.9 

7.3 

主に親の

収入

（年金含む）

, 7.4 

0.6 

0.9 

主に子どもの収入, 0.7 

6.6 

5.2 

主に自分または

配偶者の年金, 6.3 

3.3 

2.7 

その他,
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無回答,
1.5 
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期間の定めがある

(n=3,756)

期間の定めがない

(n=1,317)

計(n=5,317)

11.3 

10.9 

２００万円

未満, 11.5 

10.7 

11.2 

２００～

３００万円

未満, 10.9 

14.8 

16.4 

３００～

４００万円

未満, 15.3 

14.2 

16.7 

４００～

５００万円

未満, 14.6 

12.4 

12.2 

５００～

６００万円

未満, 12.3 

9.9 

7.7 

６００～

７００万円

未満, 9.2 

8.3 

7.3 

７００～

８００万

円未満, 
7.9 

5.9 

4.9 

８００～

９００万円

未満,
5.6 

3.0 

3.3 

９００～１千万円未満, 3.1 

5.2 

4.7 

１千万円

以上, 
5.0 

4.3 

4.6 

無回答,
4.5 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

期間の定めがある

(n=3,756)

期間の定めがない

(n=1,317)

計(n=5,317)

ートが無期パートを上回る形で分布している状況にある。「３００万円未満」である割合

は、無期パート（２２．１％）と有期パート（２２．０％）で大きな違いはないものの、

無期パートでは「３００万円以上５００万円未満」である割合が相対的に多く（無期パ

ート３３．１％、有期パート２９．０％）、反対に有期パートでは「６００万円以上」（同

順に２７．９％、３２．３％）である割合が相対的に多くなっている。 

    

第２－第２－第２－第２－２２２２－－－－５５５５図図図図    世帯の収入源と年収水準世帯の収入源と年収水準世帯の収入源と年収水準世帯の収入源と年収水準    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

（６）（６）（６）（６）自身自身自身自身のののの年収年収年収年収水準と水準と水準と水準と自身が働くことを辞めた場合の家計への影響自身が働くことを辞めた場合の家計への影響自身が働くことを辞めた場合の家計への影響自身が働くことを辞めた場合の家計への影響    

２０１１年１月１日～１２月３１日の自身の年収水準（税込み）は、多い順に｢６５～

１０３万円未満｣（２８．３％）、｢１０３～１３０万円未満｣（２１．０％）、｢１９５～

３３０万円未満｣（１４．５％）などとなった（第２－２－６図）。 

これを無期・有期パート別にみると、自身の年収水準は相対的に無期パートの方が低

い状況にある。両者を比較すると、無期パートでは相対的に「１３０万円未満」である

割合（無期パート６３．１％、有期パート５４．２％）が多く、有期パートでは「１３

０万円以上」である割合（同順に３２．１％、４２．０％）が相対的に多くなっている。 

一方、自身が働くことを辞めた場合の家計への影響については、｢日々の生活が維持で

きなくなる｣が３２．３％で３割を超え、｢日々の生活はなんとかなるが住宅ローン等の

返済が難しくなる｣が１２．０％、｢日々の生活はなんとかなるが、学費・教育費や仕送

りの捻出が難しくなる｣が１２．４％で、辞めると家計の必要経費を賄うのが難しくなる

との回答が、合わせて半数を超えている。 
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2.3 

3.5 

年収なし, 2.8 

6.2 

10.6 

６５万円

未満,
7.6 

27.3 

30.6 

６５～１０３万円未満, 28.3 

20.7 

21.9 

１０３～１３０万円未満,
21.0 

11.9 

8.4 

１３０～

１６５万円

未満, 10.8 

8.1 

5.8 

１６５～

１９５万円

未満, 7.5 

15.0 

13.6 

１９５～

３３０万円

未満, 14.5 

6.2 

3.9 

３３０～

６９５万円

未満, 5.5 

0.8 

0.4 

６９５万円

以上, 0.7 

1.3 

1.1 

無回答,
1.3 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

期間の定めがある

(n=3,756)

期間の定めがない

(n=1,317)

計(n=5,317)

32.7 

30.8 

日々の生活が維持

できなくなる, 32.3 

11.7 

13.1 

日々の生活は

なんとかなるが、

住宅ローン等の

返済が難しくなる, 
12.0 

12.0 

13.4 

日々の生活は

なんとかなるが、

学費・教育費や

仕送りの捻出が

難しくなる, 12.4 

21.1 

21.6 

自分の収入がなくなっても、

日々の生活に支障はないが

将来に備えた貯蓄が

できなくなる, 21.0 

16.7 

13.4 

自分の収入がなくなっても、

日々の生活に支障はないが、

自分の小遣いや世帯の

娯楽費等が捻出できなくなる, 
16.0 

4.8 

6.9 

自分の収入がなくなっても、

日々の生活に何ら変わる

ところはない, 5.3 

0.9 

0.8 

無回答,
1.0 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

期間の定めがある

(n=3,756)

期間の定めがない

(n=1,317)

計(n=5,317)

これを無期・有期パートで比較すると、有期パートでは「日々の生活が維持できなく

なる」割合（無期パート３０．８％、有期パート３２．７％）とともに、「自分の収入が

なくなっても日々の生活に支障はないが、自分の小遣いや世帯の娯楽費等が捻出できな

くなる」割合（同順に１３．４％、１６．７％）も相対的に高くなっている。一方、無

期パートでは「日々の生活は何とかなるが、住宅ローン等の返済や学費・教育費、仕送

りの捻出が難しく」なったり、「自分の収入がなくなっても日々の生活に支障はないが、

将来に備えた貯蓄ができなくなる」割合が４８．１％と、有期パート（４４．８％）よ

り相対的にやや多くなっている。 

 

第２－第２－第２－第２－２２２２－６－６－６－６図図図図    自身の年収水準自身の年収水準自身の年収水準自身の年収水準と働くことを辞めた場合の家計への影響と働くことを辞めた場合の家計への影響と働くことを辞めた場合の家計への影響と働くことを辞めた場合の家計への影響 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

（（（（７７７７）就業調整の状況）就業調整の状況）就業調整の状況）就業調整の状況    

 就業調整（年収や労働時間の調整）を｢している｣割合は３４．５％で、｢していない｣

が５７．０％だった（第２－２－７図）。 

「就業調整している」場合の内容としては（複数回答）、｢配偶者控除の適用を受ける

ため１０３万円以下に抑えるようにしている｣と｢配偶者の社会保険に被扶養者として加

入するため１３０万円未満に抑えるようにしている｣がともに４２．４％で、｢自身の収

入に所得税がかからないよう１０３万円以下に抑えるようにしている｣が４１．７％など

と多い。  
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35.0 

33.7 

調整している, 34.5 

58.0 

56.3 

調整していない, 57.0 

5.4 

7.8 

分からない, 6.3 

1.6 

2.2 

無回答, 
2.2 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

期間の定めがある

(n=3,756)

期間の定めがない

(n=1,317)

計(n=5,317)
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13.4 

7.5 

3.7 2.8 

45.0 
43.2 
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43.5 

5.9 
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配

偶

者

控

除

の

適

用
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け

る

た

め

１

０

３

万

円

以

下

に

抑

え

る

よ

う

に

し

て

い

る

配

偶

者

特

別

控

除

の

適

用

を

受

け

る

た

め

１

０

３

万

円

超

１

４

１

万

円

未

満

に

抑

え

る

よ

う

に

し

て

い

る

配

偶

者

の

社

会

保

険

に

被

扶

養

者

と

し

て

加

入

す

る

た

め

１

３

０

万

円

未

満

に

抑

え

る

よ

う

に

し

て

い

る

雇

用

保

険

に

加

入

し

な

く

て

も

良

い

よ

う

週

の

所

定

労

働

時

間

を

２

０

時

間

未

満

に

し

て

い

る

厚

生

年

金

・
健

康

保

険

等

に

加

入

し

な

く

て

も

良

い

よ

う

週

の

所

定

労

働

時

間

を

正

社

員

の

３

／

４

未

満

に

抑

え

て

い

る

受

給

し

て

い

る

公

的

年

金

が

支

給

停

止

に

な

ら

な

い

よ

う

に

し

て

い

る

、

ま

た

は

減

額

率

が

小

さ

く

な

る

よ

う

に

し

て

い

る

会

社

の

都

合

に

よ

り

厚

生

年

金

、

健

康

保

険

、

雇

用

保

険

等

の

加

入

要

件

に

該

当

し

な

い

よ

う

に

し

て

い

る

無

回

答

計(n=1,834）
（平均選択数１．８個）

期間の定めがない

(n=444)（平均選択数１．８個）

期間の定めがある

(n=1,315)（平均選択数１．８個）

％

（複数回答）（複数回答）（複数回答）（複数回答）

28.4 
26.0 

21.5 

15.0 

8.1 9.3 10.1 

32.5 

22.3 
19.2 

14.0 

7.6 8.5 

12.4 

26.9 27.5 

22.5 

15.7 

8.1 
9.6 9.0 

0

10

20

30

40

現

在

の

働

き

方

で

は

、

も

と

も

と

税

金

や

控

除

、

社

会

保

険

料

等

に

影

響

す

る

年

収

に

は

届

か

な

い

税

金

や

控

除

、

社

会

保

険

料

等

に

影

響

す

る

年

収

に

な

っ

て

も

、

で

き

る

だ

け

稼

ぎ

た

い

税

金

や

控

除

、

社

会

保

険

料

等

に

影

響

す

る

か

ど

う

か

を

、

特

に

気

に

し

て

い

な

い

自

身

で

厚

生

年

金

・
健

康

保

険

等

に

加

入

し

た

い

制

度

の

仕

組

み

等

が

よ

く

分

か

ら

な

い

そ

の

他

無

回

答

計(n=3,030）
（平均選択数１．２個）

期間の定めがない

(n=741)（平均選択数１．２個）

期間の定めがある

(n=2,177)（平均選択数１．２個）

％

（複数回答）（複数回答）（複数回答）（複数回答）

 就業調整している理由就業調整している理由就業調整している理由就業調整している理由    

一方、「調整していない」理由としては（複数回答）、「現在の働き方では、もともと税

金や控除、社会保険料等に影響する年収には届かない」（２８．４％）、「税金や控除、社

会保険料等に影響する年収になっても、できるだけ稼ぎたい」（２６．０％）、「税金や控

除、社会保険料等に影響するかどうかを特に気にしていない」（２１．５％）などの順で

多くなっている。 

 

第２－第２－第２－第２－２２２２－－－－７７７７図図図図    就業調整の状況就業調整の状況就業調整の状況就業調整の状況    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 就業調整して就業調整して就業調整して就業調整していないいないいないいない理由理由理由理由    
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11.2 

9.6 

転職経験

なし, 11.0 

85.1 

87.7 

転職経験あり, 85.3 

3.7 

2.7 

無回答,
3.7 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

期間の定めがある

(n=3,756)

期間の定めがない

(n=1,317)

計(n=5,317)

 これを無期・有期パート別にみると、就業調整している割合に大差はないが、就業調

整している・していない理由に若干の違いがみられる。 

就業調整をしている理由として、無期パートでは「所得税がかからないよう１０３万

円以下」など１０３万円を目安に抑制する傾向が強いのに対し、有期パートでは併せて

「公的年金の受給」や「社会保険への加入」を理由に抑制する割合も相対的に高くなっ

ている。 

就業調整をしていない理由では、無期パートは有期パートより「現在の働き方ではも

ともと税金や控除、社会保険料等に影響する年収には届かない」が多く、有期パートは

無期パートより「税金や控除、社会保険料等に影響する年収になってもできるだけ稼ぎ

たい」や「税金や控除、社会保険料等に影響するかどうかを特に気にしていない」「自身

で厚生年金・健康保険等に加入したい」割合が相対的に高くなっている。 

 

２．これまでのキャリア２．これまでのキャリア２．これまでのキャリア２．これまでのキャリア    

（１）転職経験（１）転職経験（１）転職経験（１）転職経験と経験したことのある就業形態と経験したことのある就業形態と経験したことのある就業形態と経験したことのある就業形態    

    転職経験
14

については、転職経験「あり」が８５．３％（無期パート８７．７％、有

期パート８５．１％）で、「なし」が１１．０％（同順に９．６％、１１．２％）だった

（第２－２－８図）。 

 転職回数の平均は２．９回（無期・有期パートとも２．９回）で、これまで経験した

ことのある就業形態（複数回答）は、多い順に「正社員」（８６．１％）、「パートタイム

労働者」（５６．８％）、「フルタイム契約労働者」（２３．３％）などとなった。 

これを無期・有期パート別にみると、転職経験がある割合は、有期パートでやや多い。

また、経験したことのある就業形態では、有期パートで「フルタイム契約労働者」や「派

遣労働者」を経験したことのある割合が、無期パートより相対的に高くなっている。 

 一方、現在の会社に入る直前の就業形態については、「パートタイム労働者」が４０．

０％（無期パート４１．６％、有期パート３９．３％）、「正社員」が３２．９％（同順

に３６．１％、３２．１％）などと多かった。 

 

第２－第２－第２－第２－２２２２－－－－８８８８図図図図    転職の有無と経験したことのある就業形態転職の有無と経験したことのある就業形態転職の有無と経験したことのある就業形態転職の有無と経験したことのある就業形態    

    

    

    

    

    

    

                            

14

勤め人から自営業、自由業、内職等になった場合や、その逆についても転職（ただし、学業の合間のア

ルバイトは除く）と定義した。 
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役

員

家

業

の

手

伝

い

無

回

答

計(n=4,535)
（平均選択数２．０個）

期間の定めがない

(n=1,155)
（平均選択数１．９個）

期間の定めがある

(n=3,195)
（平均選択数２．０個）

％

（複数回答）（複数回答）（複数回答）（複数回答）

8.3 

9.1 

8.4 

12.0 

11.3 

12.0 

15.1 

14.9 

15.2 

12.6 

15.0 

13.1 

8.4 

7.1 

8.1 

8.9 

9.3 

8.9 

17.8 

19.2 

18.0 

5.6 

5.3 

5.6 

3.3 

3.4 

3.3 

1.8 

1.2 

1.7 

1.0 

0.7 

0.9 

1.4 

1.5 

無回答,
1.4 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

期間の定めがある

(n=3,195)
（平均６．４年）

期間の定めがない

(n=1,155)
（平均５．５年）

計(n=4,535)
（平均６．２年）

１ヶ月～６ヶ月

７ヶ月～１年

１年１ヶ月～２年

２年１ヶ月～３年

３年１ヶ月～４年

４年１ヶ月～５年

５年１ヶ月～１０年

１０年１ヶ月～１５年

１５年１ヶ月～２０年

２０年１ヶ月～２５年

２５年１ヶ月～３０年

３０年１ヶ月～３５年

３５年１ヶ月～４０年

４０年１ヶ月以上

32.9 

9.7 

40.0 

5.6 
0.4 2.9 0.5 2.6 

5.4 

36.1 

7.0 

41.6 

4.3 
0.4 2.8 0.3 2.3 

5.3 

32.1 

10.6 

39.3 

6.2 
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会

社

の

労
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者

自

営

業

等

の

独
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し

た

形

態

会

社

等

の

役

員

家

業

の

手

伝

い

無

回

答

計(n=4,535) 期間の定めがない

(n=1,155)
期間の定めがある

(n=3,195)

％

（複数回答）（複数回答）（複数回答）（複数回答）

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

（２）（２）（２）（２）前職の勤続期間と辞め方前職の勤続期間と辞め方前職の勤続期間と辞め方前職の勤続期間と辞め方・理由・理由・理由・理由    

    前職の勤続期間の長さについては、多い順に「５年１ヶ月～１０年」（１８．０％）、

「１年１ヶ月～２年」（１５．２％）、「２年１ヶ月～３年」（１３．１％）、「７ヶ月～１

年」（１２．０％）などとなり、平均６．２年だった（第２－２－９図）。 

これを前職の就業形態別にみると、正社員で平均９．６年、フルタイム契約労働者で

平均４．４年、パートタイム労働者で平均３．９年、派遣労働者で平均３．０年、請負

会社の労働者で平均４．６年などとなっている。 

 

第第第第２－２－２－２－２２２２－－－－９９９９図図図図    前職の勤続期間前職の勤続期間前職の勤続期間前職の勤続期間    
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5.1 

3.1 

26.3 

19.9 

10.8 

10.3 

3.4 

7.6 

6.1 

5.3 

20.7 

15.5 

18.7 

5.2 

8.5 

12.2 

5.3 

19.1 

20.9 

16.4 

8.7 

11.9 

13.7 

15.8 

13.3 

14.2 

13.0 

11.8 

6.8 

4.6 

10.5 

6.6 

7.9 

9.4 

8.3 

10.2 

10.7 

21.1 

5.9 

9.3 

8.0 

9.4 

26.3 

19.1 

0.0 

9.8 

14.2 

13.2 

24.6 

8.5 

8.4 

10.5 

2.0 

3.2 

5.0 

9.3 

7.6 

10.7 

5.3 

1.2 

1.4 

1.6 

5.6 

2.5 

3.1 

0.0 0.4 

0.5 

0.7 

3.2 

0.0 

2.3 

0.0 

0.0 

0.2 

0.7 

2.0 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

家業の手伝い

(n=118)（平均７．２年）

自営業等の独立した形態

(n=131)（平均８．９年）

請負会社の労働者

(n=19)（平均４．６年）

派遣労働者

(n=256)（平均３．０年）

パートタイム労働者

(n=1,816)（平均３．９年）

フルタイム契約労働者

(n=438)（平均４．４年）

正社員

(n=1,490)（平均９．６年）
１ヶ月～６ヶ月

７ヶ月～１年

１年１ヶ月～２年

２年１ヶ月～３年

３年１ヶ月～４年

４年１ヶ月～５年

５年１ヶ月～１０年

１０年１ヶ月～１５年

１５年１ヶ月～２０年

２０年１ヶ月～２５年

２５年１ヶ月～３０年

３０年１ヶ月～３５年

３５年１ヶ月～４０年

４０年１ヶ月以上

77.1 

83.0 

自分から退職を

申し出た, 78.8 

16.8 

12.0 

会社から解雇・

雇止めされた, 15.5 

2.6 

2.7 

自営業を廃業した、

家業の手伝いを

辞めた, 2.6 

3.5 

2.3 

無回答, 
3.2 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

期間の定めがある

(n=3,195)

期間の定めがない

(n=1,155)

計(n=4,535)

    

    

    

    

前職をどのような形で辞めたかを聞くと、「自分から退職を申し出た」が７８．８％（無

期パート８３．０％、有期パート７７．１％）で、「会社から解雇・雇止めされた」が１

５．５％（同順に１２．０％、１６．８％）などとなっている（第２－２－１０図）。 

 「自分から退職を申し出た」場合の理由としては（複数回答）、多い順に「妊娠・育児

や介護・看護等の事情で働き方を変える必要があったから」が２７．５％（無期パート

２９．４％、有期パート２６．３％）、「労働時間（日数）、時間帯等がもっと希望に沿う

仕事に移りたかったから」が２１．６％（同順に２０．４％、２２．０％）、「もっと良

い賃金・労働条件の仕事に移りたかったから」が１７．１％（１６．１％、１７．５％）

などとなった。 

また、これらに次いで多かった「その他」（１６．６％）については、自由記述欄では

「結婚したから」がもっとも多かったものの、「会社の経営悪化で賃金の支払い遅延が続

いたため」や「いじめ・嫌がらせ、セクハラ・パワハラ」などの存在を挙げるものもあ

り、「自分から退職を申し出た」中にあっても、背景には複雑な事情がある様子もうかが

える。    

    

第第第第２－２－２－２－２２２２－－－－１１１１００００図図図図    前職の辞め方と「自分から退職を申し出た」理由前職の辞め方と「自分から退職を申し出た」理由前職の辞め方と「自分から退職を申し出た」理由前職の辞め方と「自分から退職を申し出た」理由    
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7.2 

8.3 

掛け持ちしている, 
7.4 

89.0 

89.4 

していない, 89.0 

3.8 

2.4 

無回答,
3.6 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

期間の定めがある

(n=3,756)

期間の定めがない

(n=1,317)

計(n=5,317)

3.3 5.1 

58.0 

6.1 
1.5 

22.0 

4.1 

16.7 

2.3 
5.5 4.6 

55.0 

4.6 
0.0 

22.9 

6.4 

19.3 

0.9 2.6 
5.6 

59.3 

6.3 
2.2 

21.5 

2.6 

15.9 

3.0 

0

10

20

30

40

50

60

70

正

社

員

フ

ル

タ

イ

ム

契

約

労

働

者

パ

ー

ト

タ

イ

ム

労

働

者

派

遣

労

働

者

請

負

会

社

の

労

働

者

自

営

業

等

の

独

立

し

た

形

態

会

社

等

の

役

員

家

業

の

手

伝

い

無

回

答

計(n=395)（平均選択数１．２個） 期間の定めがない

(n=109)（平均選択数１．２個）

期間の定めがある

(n=270)（平均選択数１．２個）

％

（複数回答）（複数回答）（複数回答）（複数回答）

    

（（（（３３３３）副業）副業）副業）副業のののの状況状況状況状況    

現在、２つ以上の仕事（会社、副業等）を掛け持ちしているか聞くと、「している」が

７．４％（無期パート８．３％、有期パート７．２％）で、「していない」が８９．０％

（同順に８９．４％、８９．０％）などとなった（第２－２－１１図）。 

掛け持ちしている仕事の就業形態については（複数回答）、「パートタイム労働者」が

５８．０％でもっとも多い（無期パート５５．０％、有期パート５９．３％）。次いで「自

営業等の独立した形態」が２２．０％（同順に２２．９％、２１．５％）、「家業の手伝

い」が１６．７％（１９．３％、１５．９％）などとなっている。 

    

第２－第２－第２－第２－２２２２－－－－１１１１１１１１図図図図    副業の状況副業の状況副業の状況副業の状況    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

13.2 

6.8 

17.1 

21.6 

5.1 

27.5 

8.5 8.5 

1.9 

16.6 

0.5 

13.6 

5.8 

16.1 

20.4 

4.7 

29.4 

8.7 9.1 

2.1 

15.7 

0.8 

13.3 

7.2 

17.5 

22.0 

5.4 

26.3 

8.3 8.3 

1.9 

16.9 

0.4 
0

10

20

30

40

他

の

仕

事

も

し

て

み

た

か

っ

た

か

ら

夫

の

転

勤

や

子

の

入

学

等

に

伴

う

引

っ

越

し

で

通

え

な

く

な

っ

た

か

ら

も

っ

と

良

い

賃

金

・

労

働

条

件

の

仕

事

に

移

り

た

か

っ

た

か

ら

労

働

時

間

（
日

数

）
、

時

間

帯

等

が

も

っ

と

希

望

に

沿

う

仕

事

に

移

り

た

か

っ

た

か

ら

キ

ャ

リ

ア

ア

ッ

プ

し

た

か

っ

た

か

ら

妊

娠

・
育

児

や

介

護

・
看

護

等

の

事

情

で

働

き

方

を

変

え

る

必

要

が

あ

っ

た

か

ら

自

身

の

病

気

や

体

調

不

良

で

働

き

方

を

変

え

る

必

要

が

あ

っ

た

か

ら

職

場

の

人

間

関

係

が

悪

化

し

た

か

ら

何

と

な

く

そ

の

他

無

回

答

計(n=3,572)
（平均選択数１．３個）

期間の定めがない

(n=1,155)
（平均選択数１．３個）

期間の定めがある

(n=959)
（平均選択数１．３個）

％

（複数回答）（複数回答）（複数回答）（複数回答）
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41.2 

30.1 

19.8 

4.9 

1.7 

12.8 
12.3 

10.9 

4.1 

16.2 
14.8 

26.0 

2.1 

9.0 

17.9 

4.4 
2.7 

9.2 

1.6 

44.7 

29.3 

18.2 

4.6 

2.0 

15.9 
12.2 

9.7 

3.9 

12.5 
10.1 

31.8 

1.9 

8.0 

17.8 

4.1 3.1 

7.0 

1.0 

40.3 

30.8 

20.8 

5.0 

1.6 

11.8 
12.4 

11.5 

4.3 

17.7 
16.6 

24.4 

2.3 

9.4 

18.1 

4.6 
2.6 

9.8 

1.0 

0

10

20

30

40

50

自

分

の

都

合

の

良

い

時

間

帯

や

曜

日

に

働

き

た

い

か

ら

勤

務

時

間

や

日

数

が

短

い

か

ら

就

業

調

整

（
年

収

や

労

働

時

間

の

調

整

）
が

で

き

る

か

ら

軽

易

な

仕

事

を

し

た

か

っ

た

か

ら

辞

め

や

す

い

か

ら

休

み

や

す

い

か

ら

余

暇

時

間

を

利

用

し

た

い

か

ら

資

格

・
技

能

を

活

か

し

て

働

き

た

か

っ

た

か

ら

企

業

や

職

場

、

組

織

に

拘

束

さ

れ

た

く

な

い

か

ら

す

ぐ

に

働

き

始

め

た

か

っ

た

か

ら

正

社

員

と

し

て

の

働

き

口

が

見

つ

か

ら

な

か

っ

た

か

ら

育

児

・
介

護

等

の

事

情

が

あ

る

か

ら

正

社

員

と

し

て

働

く

こ

と

を

家

族

に

反

対

さ

れ

た

か

ら

正

社

員

と

し

て

働

く

こ

と

が

体

力

的

に

難

し

い

か

ら

通

勤

が

容

易

だ

か

ら

転

勤

が

な

い

か

ら

他

に

本

業

が

あ

る

か

ら

・

兼

業

が

で

き

る

か

ら

そ

の

他

無

回

答

計(n=5,317)（平均選択数２．４個）

期間の定めがない (n=1,317)（平均選択数２．４個）

期間の定めがある (n=3,756)（平均選択数２．５個）

％

（複数回答）（複数回答）（複数回答）（複数回答）

３．現在の会社における契約・就労状況３．現在の会社における契約・就労状況３．現在の会社における契約・就労状況３．現在の会社における契約・就労状況    

（１）（１）（１）（１）短時間労働者という働き方を選んだ理由短時間労働者という働き方を選んだ理由短時間労働者という働き方を選んだ理由短時間労働者という働き方を選んだ理由    

    現在の会社で短時間労働者という働き方を選んだ理由については（複数回答）、｢自分

の都合の良い時間帯や曜日に働きたいから｣（４１．２％）がもっとも多く、以下、｢勤

務時間や日数が短いから｣（３０．１％）、｢育児・介護等の事情があるから｣（２６．０％）、

｢就業調整（年収や労働時間の調整）ができるから｣（１９．８％）、｢通勤が容易だから｣

（１７．９％）、｢すぐに働き始めたかったから｣（１６．２％）、｢正社員としての働き口

が見つからなかったから｣（１４．８％）、｢休みやすいから｣（１２．８％）、｢余暇時間

を利用したいから｣（１２．３％）、｢正社員として働くことが体力的に難しいから｣（９．

０％）――などとなった（第２－２－１２図）。 

 これを無期・有期パート別にみると、無期パートが有期パートより相対的に多いのは、

「自分の都合の良い時間帯や曜日に働きたいから」（無期４４．７％、有期４０．３％）、

「育児・介護等の事情があるから」（無期３１．８％、有期２４．４％）、「休みやすいか

ら」（無期１５．９％、有期１１．８％）――などとなっている。反対に、有期パートで

無期パートより相対的に多いものには、「すぐに働き始めたかったから」（無期１２．５％、

有期１７．７％）、「正社員としての働き口が見つからなかったから」（無期１０．１％、

有期１６．６％）、「就業調整ができるから」（無期１８．２％、有期２０．８％）――な

どがある。 

 

第２－第２－第２－第２－２２２２－－－－１１１１２２２２図図図図    短時間労働者という働き方を選んだ理由短時間労働者という働き方を選んだ理由短時間労働者という働き方を選んだ理由短時間労働者という働き方を選んだ理由    

    

    

    

    現在の会社における短時間労働者としての勤務期間については、多い順に「１年以上

３年未満」が２４．９％、次いで「５年以上１０年未満」が２２．６％、「３年以上５年

未満」が１７．８％などとなった（第２－２－１３図）。 
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10.6 

11.4 

６ヶ月未満, 
10.8 

6.6 

9.5 

６ヶ月以上

１年未満, 
7.4 

25.8 

23.8 

１年以上３年未満, 24.9 

17.8 

18.3 

３年以上５年未満,
17.8 

23.4 

21.1 

５年以上１０年未満, 22.6 

14.8 

15.2 

１０年以上, 15.1 

1.0 

0.8 

無回答,
1.5 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

期間の定めがある

(n=3,756)

期間の定めがない

(n=1,317)

計(n=5,317）

期間の定めが

ある,70.6%

期間の定めが

ない,24.8%

分からない

3.8%

無回答

0.8%

雇用期間の定め雇用期間の定め雇用期間の定め雇用期間の定め

（ｎ＝全有効回答・

短時間労働者

５，３１７）

１ヶ月超～３ヶ月

以内, 6.9 

３ヶ月超～

６ヶ月以内, 16.9 

６ヶ月超～１年以内, 

55.6 

１年超～２年以内, 1.8 

２年超～３年以内, 3.1 

３年超～５年以内, 1.8 

契約

期間

不明,

7.5 

無回答,

6.0 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

雇用契約期間の長さ雇用契約期間の長さ雇用契約期間の長さ雇用契約期間の長さ

（ｎ＝契約期間の定めがある・

短時間労働者３，７５６）

（平均１１．８ヶ月）

まだ初めての

雇用期間の

途中, 12.3 

雇用契約を

更新した, 82.9 

分からない, 3.4 

無回答, 

1.3 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

雇用契約更新の有無雇用契約更新の有無雇用契約更新の有無雇用契約更新の有無

（ｎ＝契約期間の定めがある・

短時間労働者３，７５６）

１回, 15.7 ２回, 14.9 ３～５回, 28.2 ６～１０回, 20.7 

１１～

１５回, 

7.2 

１６回以上, 8.2 

無回答,

5.2 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

契約を更新している場合の回数契約を更新している場合の回数契約を更新している場合の回数契約を更新している場合の回数

（ｎ＝契約を更新した・

短時間労働者３，１１５）

（平均６．６回）

１ヶ月以内，0.2

第２－第２－第２－第２－２２２２－１－１－１－１３３３３図図図図    現在の会社で短時間労働者として働き始めてからの期間現在の会社で短時間労働者として働き始めてからの期間現在の会社で短時間労働者として働き始めてからの期間現在の会社で短時間労働者として働き始めてからの期間    

    

  

 

 

 

 

 

 

 

（（（（２）契約２）契約２）契約２）契約期間の定め期間の定め期間の定め期間の定めとととと更新状況更新状況更新状況更新状況、勤続期間、勤続期間、勤続期間、勤続期間    

現在の雇用契約について期間の定めの有無を聞くと、｢定めがある｣が７０．６％、｢定

めがない｣が２４．８％、「分からない」が３．８％などとなった（第２－２－１４図）。 

期間の「定めがある」場合の契約期間の長さについては、「６ヶ月超～１年以内」が半

数超（５５．６％）を占め、次いで「３ヶ月超～６ヶ月以内」が１６．９％などとなっ

ている。これまでの契約更新については、「契約を更新した」が８２．９％にのぼった。

「雇用契約を更新した」場合の更新回数については、多い順に「３～５回」（２８．２％）、

「６～１０回」（２０．７％）、「１回」（１５．７％）、「２回」（１４．９％）などとなっ

ている。 

第２－第２－第２－第２－２２２２－１－１－１－１４４４４図図図図    契約期間の定めと更新状況契約期間の定めと更新状況契約期間の定めと更新状況契約期間の定めと更新状況    
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書面により

明示され、かつ口頭で

説明を受けた, 59.2 

書面を渡されたのみで、

口頭による説明は

なかった, 35.4 

書面は渡されず、口頭でのみ

説明を受けた, 2.3 

労働条件については

一切、説明を受けて

いない, 1.6 

無回答,

1.5 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

契約更新時の労働条件の明示状況契約更新時の労働条件の明示状況契約更新時の労働条件の明示状況契約更新時の労働条件の明示状況

明示された計９７．０％

（ｎ＝契約を更新した・

短時間労働者３，１１５）

書面により

明示され、かつ口頭で

説明を受けた, 75.3 

書面を渡された

のみで、口頭に

よる説明は

なかった, 15.0 

書面は渡されず、口頭

でのみ説明を受けた, 3.9 

雇用契約の更新有無や

更新方法については一切、説

明を受けていない, 3.0 

無回答, 

2.8 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

雇入れ時の労働条件の明示状況雇入れ時の労働条件の明示状況雇入れ時の労働条件の明示状況雇入れ時の労働条件の明示状況

（ｎ＝契約期間の定めがある・

短時間労働者３，７５６）

明示された計９４．２％

（３）（３）（３）（３）雇入れ・更新時における労働条件の明示状況雇入れ・更新時における労働条件の明示状況雇入れ・更新時における労働条件の明示状況雇入れ・更新時における労働条件の明示状況    

雇入れ時に、雇用契約の更新の有無や更新方法について明示されたか聞くと、何らか

の形で明示された割合が９４．２％を占め、「雇用契約の更新有無や更新方法については

一切、説明を受けていない」は３．０％にとどまった（第２－２－１５図）。 

明示された場合の方法については、「書面により明示され、かつ口頭で説明を受けた」

がもっとも多い７５．３％にのぼり、次いで「書面を渡されたのみで、口頭による説明

はなかった」が１５．０％、「書面は渡されず、口頭でのみ説明を受けた」が３．９％な

どとなっている。 

 

第２－第２－第２－第２－２２２２－－－－１１１１５５５５図図図図    雇入れ・更新時の労働条件の明示状況雇入れ・更新時の労働条件の明示状況雇入れ・更新時の労働条件の明示状況雇入れ・更新時の労働条件の明示状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

さらに、これまでに「雇用契約を更新した」場合（８２．９％）についても同様に聞

くと、何らかの形で明示された割合が９７．０％にのぼる。ただし、その方法について

は、雇入れ時より軽易で、「書面により明示され、かつ口頭で説明を受けた」が５９．２％

まで減少し、代わりに「書面を渡されたのみで、口頭による説明はなかった」が３５．

４％に増加するなどしている。 

 

（４）（４）（４）（４）１日・１日・１日・１日・１週間当たりの１週間当たりの１週間当たりの１週間当たりの勤務状況勤務状況勤務状況勤務状況    

 １週間当たりの出勤日数については平均４．５日（無期で４．６日、有期で４．５日）

だった。出勤することが多い曜日を聞くと（複数回答）、いわゆるウイークデーが７割超

で多い（第２－２－１６図）。ただし、無期パートでは「土曜日」も２割弱（１９．４％）

あり、また、全体として日曜・祝日も５％程度あるほか、「決まっていない」とする回答

も１割程度ある。 

１日当たりの所定労働時間数（残業含めず）は、平均６．０時間だった。これを無期・

有期パート別にみると、無期パートでは相対的に「６時間未満」の割合が多く（無期４
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0.6 

0.6 

１日, 0.6 

2.2 

3.6 

２日, 2.6 

12.6 

10.8 

３日, 12.0 

17.4 

17.3 

４日, 17.2 

58.0 

56.1 

５日, 57.1 

5.4 

8.0 

６日,
6.3 

0.1 

0.5 

７日, 0.3 

3.7 

3.1 

無回答, 
4.0 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

期間の定めがある

(n=3,756)
（平均４．５日）

期間の定めがない

(n=1,317)
（平均４．６日）

計(n=5,317）
（平均４．５日）

75.6 73.6 
71.4 

71.9 
75.2 

15.9 

4.7 5.4 

11.1 

3.0 

75.8 73.6 
70.6 71.5 

75.3 

19.4 

6.0 6.0 
12.2 

1.1 

76.3 74.4 72.3 72.8 
75.8 

14.2 

4.2 5.2 

10.6 

3.0 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

月

曜

火

曜

水

曜

木

曜

金

曜

土

曜

日

曜

祝

日

決

ま

っ

て

い

な

い

無

回

答

計(n=5,317）
期間の定めがない (n=1,317)
期間の定めがある (n=3,756)

％

（複数回答）（複数回答）（複数回答）（複数回答）

４．４％、有期３５．４％）、有期では「６時間以上」の割合（無期５３．３％、有期６

３．０％）が多かった（平均は無期で５．８時間、有期で６．１時間）。 

これらを掛け合わせ（１週間当たりの出勤日数×１日当たりの所定労働時間数）、１週

間当たりの所定労働時間数を算出すると、平均２７．２時間（無期で２６．３時間、有

期で２７．５時間）となった。無期・有期パート別にみると、無期パートでは雇用保険

の加入未満の「週２０時間未満」の割合が相対的に多く、無期で１７．２％に対し有期

で１１．９％となっている。 

 

第２－第２－第２－第２－２２２２－１－１－１－１６６６６図図図図    １日１日１日１日の出勤日数と出勤することが多い曜日の出勤日数と出勤することが多い曜日の出勤日数と出勤することが多い曜日の出勤日数と出勤することが多い曜日    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

主に働く時間帯が決まっているか尋ねると、「だいたい決まっている」が９４．２％に

のぼった。 

「決まっている」場合に、働くことが多い時間帯を聞くと（複数回答）、「午前中（８

時以降～１２時まで）」が８７．８％、「午後（１２時以降～１７時まで）」が７８．６％

で多いものの、「夕方（１７時以降～２２時まで）」及び「深夜（２２時以降～翌日４時

まで）」「早朝（４時以降～８時まで）」も合わせて１割を超えている（１２．２％）（第

２－２－１７図）。 

 残業命令については、｢頻繁にある｣は３．６％、｢たまにある｣は２２．８％で、｢ほと

んどない｣が３６．２％、｢まったくない｣が３５．３％となっている。これを有期・無期

の契約別にみると、残業が｢ある｣割合は有期パートで２７．９％、無期パートで２３．

２％だった。 
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0.5 

1.0 

２～３時間未満, 0.6 

3.2 

6.0 

３～４

時間

未満, 
4.0 

10.8 

14.8 

４～５時間

未満, 11.9 

20.8 

22.6 

５～６時間

未満, 21.2 

23.7 

22.7 

６～７時間

未満, 23.2 

27.3 

18.5 

７～８時間

未満, 24.7 

12.0 

12.1 

８時間,
12.1 

1.4 

2.1 

無回答, 
2.0 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

期間の定めがある

(n=3,756)
（平均６．１時間）

期間の定めがない

(n=1,317)
（平均５．８時間）

計(n=5,317）
（平均６．０時間）

1.5 

2.7 

週１０時間未満, 1.9 

10.4 

14.5 

週１０時間以上

２０時間未満, 
11.5 

38.9 

38.3 

週２０時間以上

３０時間未満, 38.5 

44.4 

39.5 

週３０時間以上, 
42.7 

4.9 

5.0 

無回答, 
5.5 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

期間の定めがある

(n=3,756)
（平均２７．５時間）

期間の定めがない

(n=1,317)
（平均２６．３時間）

計(n=5,317）
（平均２７．２時間）

2.6 

87.8 

78.6 

8.5 

1.1 3.4 2.2 

86.0 

73.7 

9.6 

1.2 3.0 2.7 

89.2 

81.3 

8.0 
1.1 3.0 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

早

朝

（
４

時

以

降

～

８

時

ま

で

）

午

前

中

（
８

時

以

降

～

１

２

時

ま

で

）

午

後

（
１

２

時

以

降

～

１

７

時

ま

で

）

夕

方

（
１

７

時

以

降

～

２

２

時

ま

で

）

深

夜

（
２

２

時

以

降

～

翌

日

４

時

ま

で

）

無

回

答

計(n=5,317）
期間の定めがない (n=1,317)
期間の定めがある (n=3,756)

％

（複数回答）（複数回答）（複数回答）（複数回答）

２時間未満，0.2

第２－第２－第２－第２－２２２２－１－１－１－１７７７７図図図図    １日１日１日１日・１週当たり・１週当たり・１週当たり・１週当たりの所定労働時間数と働くことが多い時間帯の所定労働時間数と働くことが多い時間帯の所定労働時間数と働くことが多い時間帯の所定労働時間数と働くことが多い時間帯    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（５（５（５（５））））賃金の支払形態と採用時・現在賃金の支払形態と採用時・現在賃金の支払形態と採用時・現在賃金の支払形態と採用時・現在で比較したで比較したで比較したで比較した賃金水準賃金水準賃金水準賃金水準の変化の変化の変化の変化    

 現在の賃金の支払形態は８６．１％が｢時給制｣であり、次いで｢月給制｣が７．０％、｢日

給｣が３．６％、｢歩合給・その他｣が０．７％となっている。 

 現在の賃金水準については、時給制では多い順に｢９００～９５０円未満｣（１２．４％）、

｢１，０００～１，１００円未満｣（１１．３％）、｢８００～８２０円未満｣（１０．０％）

などとなり、平均１，００２．１円だった。月給制では多い順に｢１７～１８万円未満｣

（７．８％）、｢１６～１７万円未満｣及び｢２０～２１万円未満｣（ともに７．０％）など

で、平均１７万８，７７１．２円となっている（第２－２－１８図）。 
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2.8 

1.9 

4.0 

2.1 

4.8 

1.4 

2.3 

10.0 

4.1 

7.5 

6.0 

12.4 

6.2 

11.3 

5.4 

7.8 

4.9 

1.9 

1.1 

2.2 

0.0 2.0 4.0 6.0 8.0 10.0 12.0 14.0

無回答

６４５～７００円未満

７００～７２０円未満

７２０～７４０円未満

７４０～７６０円未満

７６０～７８０円未満

７８０～８００円未満

８００～８２０円未満

８２０～８４０円未満

８４０～８６０円未満

８６０～９００円未満

９００～９５０円未満

９５０～１，０００円未満

１，０００～１，１００円未満

１，１００～１，２００円未満

１，２００～１，４００円未満

１，４００～１，６００円未満

１，６００～１，８００円未満

１，８００～２，０００円未満

２，０００円以上

時給制時給制時給制時給制****

（ｎ＝採用時・時給制の

短時間労働者４，５７７）

（平均１，００２．１円）

％

16.4 

1.3 

1.6 

4.8 

2.1 

3.2 

1.9 

4.3 

4.8 

3.8 

4.8 

7.0 

7.8 

2.9 

4.0 

7.0 

1.9 

2.9 

1.9 

5.6 

2.9 

0.8 

3.2 

1.9 

1.1 

0.0 5.0 10.0 15.0 20.0

無回答

７万円未満

７～８万円未満

８～９万円未満

９～１０万円未満

１０～１１万円未満

１１～１２万円未満

１２～１３万円未満

１３～１４万円未満

１４～１５万円未満

１５～１６万円未満

１６～１７万円未満

１７～１８万円未満

１８～１９万円未満

１９～２０万円未満

２０～２１万円未満

２１～２２万円未満

２２～２３万円未満

２３～２４万円未満

２４～２６万円未満

２６～２８万円未満

２８～３０万円未満

３０～３５万円未満

３５～４０万円未満

４０～４５万円未満

月給制月給制月給制月給制****

（ｎ＝採用時・月給制の

短時間労働者３７３）

（平均１７万８，７７１．２円）

％

第２－第２－第２－第２－２２２２－１－１－１－１８８８８図図図図    時給制・月給制別にみた現在の賃金水準と採用時からの時給変化時給制・月給制別にみた現在の賃金水準と採用時からの時給変化時給制・月給制別にみた現在の賃金水準と採用時からの時給変化時給制・月給制別にみた現在の賃金水準と採用時からの時給変化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

    

 採用時・現在とも｢時給制｣である短時間労働者（ｎ＝４，５２４）で、時給水準の変

化をみると、採用時より現在の方が｢増加｣しているケースが４５．３％と半数弱で、｢変

化なし｣が４７．３％、｢減少｣が１．６％などとなった（第２－２－１８図）。増加した

増加

45.3

変化なし

47.3

減少

1.6

無回答

5.9

時給水準の変化

（ｎ＝時給制で変化なし・

短時間労働者４，５２４）

（平均４１．８円

採用時時給に対する

上昇率（加重）４．３％）

2.1 

9.2 

11.2 

8.3 

5.6 

15.8 

4.1 

3.7 

3.4 

2.1 

10.7 

3.3 

4.8 

1.7 

1.7 

5.3 

2.1 

3.4 

1.3 

0.2 

0.0 5.0 10.0 15.0 20.0

１円～１０円未満

１円～１０円未満

１０円～２０円未満

２０円～３０円未満

３０円～４０円未満

４０円～５０円未満

５０円～６０円未満

６０円～７０円未満

７０円～８０円未満

８０円～９０円未満

９０円～１００円未満

１００円～１２０円未満

１２０円～１４０円未満

１４０円～１６０円未満

１６０円～１８０円未満

１８０円～２００円未満

２００円～２５０円未満

２５０円～３００円未満

３００円～５００円未満

増加した場合の上昇水準

（ｎ＝時給が上昇した

短時間労働者２，０４８）
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12.9 

0.8 

2.0 

2.8 

1.6 

3.2 

2.0 

5.6 

5.2 

5.6 

4.4 

7.3 

8.5 

2.4 

4.0 

8.1 

2.8 

2.0 

1.6 

6.0 

2.8 

0.8 

3.6 

2.4 

1.2 

22.9 

2.8 

0.0 

8.3 

2.8 

3.7 

1.8 

1.8 

3.7 

0.0 

6.4 

6.4 

6.4 

3.7 

4.6 

5.5 

0.0 

4.6 

2.8 

4.6 

2.8 

0.9 

1.8 

0.9 

0.9 

0.0 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0

無回答

７万円未満

７～８万円未満

８～９万円未満

９～１０万円未満

１０～１１万円未満

１１～１２万円未満

１２～１３万円未満

１３～１４万円未満

１４～１５万円未満

１５～１６万円未満

１６～１７万円未満

１７～１８万円未満

１８～１９万円未満

１９～２０万円未満

２０～２１万円未満

２１～２２万円未満

２２～２３万円未満

２３～２４万円未満

２４～２６万円未満

２６～２８万円未満

２８～３０万円未満

３０～３５万円未満

３５～４０万円未満

４０～４５万円未満

月給制*

期間の定めがない(n=109)                                          

（平均１７万９１１．３円）

期間の定めがある(n=248)

（平均１８万２，４１３．８円）

％

3.0 

1.4 

3.1 

1.7 

3.8 

1.4 

2.4 

8.4 

4.6 

7.4 

7.2 

12.7 

6.9 

11.5 

6.1 

8.5 

4.9 

1.6 

1.1 

2.4 

2.3 

3.2 

6.7 

2.7 

7.5 

1.5 

1.9 

14.3 

2.9 

6.9 

3.0 

11.6 

4.1 

10.9 

3.9 

6.0 

5.0 

2.8 

1.1 

1.8 

0.0 2.0 4.0 6.0 8.0 10.0 12.0 14.0 16.0

無回答

６４５～７００円未満

７００～７２０円未満

７２０～７４０円未満

７４０～７６０円未満

７６０～７８０円未満

７８０～８００円未満

８００～８２０円未満

８２０～８４０円未満

８４０～８６０円未満

８６０～９００円未満

９００～９５０円未満

９５０～１，０００円未満

１，０００～１，１００円未満

１，１００～１，２００円未満

１，２００～１，４００円未満

１，４００～１，６００円未満

１，６００～１，８００円未満

１，８００～２，０００円未満

２，０００円以上

時給制*

期間の定めがない(n=1,110)

（平均９７０．０円）

期間の定めがある(n=3,268)

（平均１，０１６．９円）

％

場合の上昇幅は、｢５０～６０円未満｣が１５．８％でもっとも多く、次いで｢２０～３０

円未満｣が１１．２％、｢１００～１２０円未満｣が１０．７％などとなり、平均４１．８

円だった。 

賃金の支払形態や現在の賃金水準について、無期・有期パート別にみると、まず、賃

金の支払形態については、時給制が無期パートで８４．７％に対し有期パートで８６．

８％、月給制は無期パートで７．８％に対し有期パートで６．５％、日給制が無期パー

トで３．８％に対し有期パートで４．０％などとなった。無期パートでも、月給制が大

きく増えるわけではないことが分かる。 

 現在の賃金水準について、時給制でみると、無期パートでは多い順に「８００～８２

０円未満」（１４．３％）、「９００～９５０円未満」（１１．６％）、「１，０００～１，

１００円未満」（１０．９％）、「７４０～７６０円未満」（７．５％）などとなり、平均

で９７０．０円だった（第２－２－１９図）。一方、有期パートでは「９００～９５０円

未満」（１２．７％）、「１，０００～１，１００円未満」（１１．５％）、「１，２００～

１，４００円未満」（８．５％）、「８００～８２０円未満」（８．４％）などとなり、平

均１，０１６．９円で、全体的に有期パートが無期パートを上回る傾向がみられた。 

    

第２－第２－第２－第２－２２２２－－－－１９１９１９１９図図図図    無期・有期パート別にみた無期・有期パート別にみた無期・有期パート別にみた無期・有期パート別にみた現在の賃金水準現在の賃金水準現在の賃金水準現在の賃金水準    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

採用時・現在とも｢時給制｣である短時間労働者で時給水準の変化をみると、「増加」し

た割合は無期パートが４３．７％に対し有期パートが４６．０％で、「変化なし」が無期
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パートで４９．５％、有期パートで４６．４％などとなっている（第２－２－２０図）。

それぞれ増加した場合の時給幅をみると、無期・有期とももっとも多いのは「５０～６

０円」（無期８．３％、有期６．７％）、次いで「１００～１２０円未満」（同順に５．２％、

４．７％）、「２０～３０円未満」（５．２％、５．１％）、「３０～４０円未満」（３．５％、

３．９％）などとなっている。 

 

第２－第２－第２－第２－２２２２－２－２－２－２００００図図図図    無期・有期パート別にみた採用時からの時給変化無期・有期パート別にみた採用時からの時給変化無期・有期パート別にみた採用時からの時給変化無期・有期パート別にみた採用時からの時給変化    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

（（（（６６６６）賞与の支給）賞与の支給）賞与の支給）賞与の支給状況状況状況状況    

 賞与については、「ある」が４４．０％（無期４３．７％、有期４４．１％）で、「な

い」が５１．８％（同順に５１．０％、５２．８％）などとなっている（第２－２－２

１図）。 

 現在の賃金水準を時間当たり換算にして、賞与の支給月数を算出すると、全体では多

い順に「０．２ヶ月以上０．３ヶ月未満」が１２．２％、「０．１ヶ月以上０．２ヶ月未

満」が１２．１％、「０．３ヶ月以上０．４ヶ月未満」が１１．４％などとなり、平均で

０．５７ヶ月だった。 

これを無期・有期パート別にみると、無期パートでは多い順に「３ヶ月以上」が１３．

46.0 

増加, 43.7 

46.4 

変化なし, 49.5 

1.9 

減少, 0.6 

5.6 

無回答, 
6.2 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

期間の定めがある

(n=3,225)  
（平均４０．４円・加重４．１％）

期間の定めがない

(n=1,102)
（平均４６．７円・加重５．０％）

1.0 

4.6 

5.1 

3.9 

2.8 

6.7 

1.9 

1.8 

1.5 

1.1 

4.7 

1.7 

2.2 

0.8 

0.9 

2.2 

1.0 

1.4 

0.6 

0.1 

0.9 

3.4 

5.2 

3.5 

1.7 

8.3 

1.7 

1.0 

1.5 

0.5 

5.2 

1.2 

1.8 

0.6 

0.5 

2.8 

1.0 

1.9 

0.8 

0.2 

0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 9.0

１円～１０円未満

１０円～２０円未満

２０円～３０円未満

３０円～４０円未満

４０円～５０円未満

５０円～６０円未満

６０円～７０円未満

７０円～８０円未満

８０円～９０円未満

９０円～１００円未満

１００円～１２０円未満

１２０円～１４０円未満

１４０円～１６０円未満

１６０円～１８０円未満

１８０円～２００円未満

２００円～２５０円未満

２５０円～３００円未満

３００円～５００円未満

５００円～１、０００円未満

１、０００円以上

期間の定めがない

(n=482)

期間の定めがある

(n=1,483)

％
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44.1 

43.7 

ある, 44.0 

52.8 

51.0 

ない, 51.8 

2.2 

3.2 

分からない, 2.7 

0.9 

2.1 

無回答,
1.5 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

期間の定めがある

(n=3,756)

期間の定めがない

(n=1,317)

計(n=5,317）

4.7 

11.8 

13.3 

11.2 

9.0 

6.4 

5.1 

4.8 

4.6 

3.4 

9.7 

3.3 

1.3 

0.2 

11.2 

6.9 

12.7 

9.5 

11.6 

8.0 

6.1 

5.9 

4.5 

3.8 

3.1 

9.4 

3.1 

1.9 

0.2 

13.2 

12.1 

5.3 

12.1 

12.2 

11.4 

8.8 

6.5 

5.1 

4.6 

4.4 

3.3 

9.4 

3.2 

1.5 

0.2 

0.0 2.0 4.0 6.0 8.0 10.0 12.0 14.0

無回答

０．１ヶ月未満

０．１ヶ月以上０．２ヶ月未満

０．２ヶ月以上０．３ヶ月未満

０．３ヶ月以上０．４ヶ月未満

０．４ヶ月以上０．５ヶ月未満

０．５ヶ月以上０．６ヶ月未満

０．６ヶ月以上０．７ヶ月未満

０．７ヶ月以上０．８ヶ月未満

０．８ヶ月以上０．９ヶ月未満

０．９ヶ月以上１ヶ月未満

１ヶ月以上１．５ヶ月未満

１．５ヶ月以上～２ヶ月未満

２ヶ月以上～３ヶ月未満

３ヶ月以上

計(n=2,340)

（平均０．５７ヶ月）

期間の定めがない(n=576)

（平均０．５８ヶ月）

期間の定めがある

(n=1,656)                                        

（平均０．５７ヶ月）

％

２％、「０．１ヶ月未満」が１２．７％、「０．２ヶ月以上０．３ヶ月未満が１１．６％

などとなり、多い人と少ない人が両極で多く平均０．５８ヶ月だった。一方、有期パー

トでも「０．１ヶ月以上０．２ヶ月未満」が１３．３％、「０．１ヶ月未満」が１１．８％、

「０．２ヶ月以上０．３ヶ月未満」が１１．２％などと多い中で、「３ヶ月以上」も１１．

２％あり、平均０．５７ヶ月だった。    

    

第２－第２－第２－第２－２２２２－２－２－２－２１１１１図図図図    賞与支給の有無と直近の支給額の月数換算賞与支給の有無と直近の支給額の月数換算賞与支給の有無と直近の支給額の月数換算賞与支給の有無と直近の支給額の月数換算    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

４．４．４．４．仕事の仕事の仕事の仕事の状況状況状況状況    

（１）現在の職種（１）現在の職種（１）現在の職種（１）現在の職種とととと従事している業務従事している業務従事している業務従事している業務    

 現在の職種については、多い順に「事務的な仕事」が４１．７％（無期３６．８％、

有期４４．１％）、「専門的・技術的な仕事」が２０．１％（同順に２０．４％、２０．

２％）、「サービスの仕事」が１３．４％（１５．４％、１２．３％）、「生産工程の仕事」
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2.2 

2.9 

管理的な仕事, 2.3 

20.2 

20.4 

専門的・

技術的な仕事, 20.1 

44.1 

36.8 

事務的な仕事, 41.7 

2.3 

3.1 

販売の仕事, 2.5 

12.3 

15.4 

サービスの

仕事, 13.4 

0.3 

0.5 

保安の仕事, 0.4 

7.2 

8.4 

生産

工程の

仕事, 7.6 

1.5 

1.6 

輸送・機械

運転の仕事, 1.5 

5.8 

7.5 

運搬・

清掃・

包装等の

仕事, 6.4 

2.8 

2.1 

その他の

仕事, 2.7 

1.1 

1.1 

無回答,
1.3 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

期間の定めがある

(n=3,756)

期間の定めがない

(n=1,317)

計(n=5,317）

40.4 39.6 

18.8 

4.0 
6.4 

25.6 

2.6 2.7 

42.2 

35.6 

17.1 

4.3 
7.5 

25.2 

2.5 3.1 

39.8 41.4 

19.7 

3.9 
6.1 

26.1 

2.6 2.1 

0

10

20

30

40

50

単

純

・
定

型

業

務

正

社

員

等

の

補

助

業

務

自

身

の

判

断

が

求

め

ら

れ

る

業

務

部

下

や

後

輩

の

指

導

業

務

管

理

的

な

業

務

専

門

的

知

識

・

技

術

を

必

要

と

す

る

業

務

そ

の

他

無

回

答

計(n=5,317）
（平均選択数１．４個）

期間の定めがない

(n=1,317)（平均選択数１．４個）

期間の定めがある

(n=3,756)（平均選択数１．４個）

％

（複数回答）（複数回答）（複数回答）（複数回答）

が７．６％（８．４％、７．２％）などとなっている（第２－２－２２図）。 

 従事している業務については（複数回答）、多い順に｢単純・定型業務｣（４０．４％）、

｢正社員等の補助業務｣（３９．６％）、｢専門的知識・技術を必要とする業務｣（２５．６％）、

｢自身の判断が求められる業務｣（１８．８％）、｢管理的な業務｣（６．４％）、｢部下や後

輩の指導業務｣（４．０％）、｢その他｣（２．６％）――となった。 

 これを有期・無期の契約別にみると、両者の差が大きい順に、｢正社員等の補助業務｣

（無期で３５．６％、有期で４１．４％）、｢自身の判断が求められる業務｣（無期で１７．

１％、有期で１９．７％）、｢単純・定型業務｣（無期で４２．２％、有期で３９．８％）、

｢専門的知識・技術を必要とする業務｣（無期で２５．２％、有期で２６．１％）、｢管理

的な業務｣（無期で７．５％、有期で６．１％）、｢部下や後輩の指導業務｣（無期で４．

３％、有期で３．９％）、｢その他｣（無期で２．５％、有期で２．６％）――などとなっ

ている。 

第２－第２－第２－第２－２２２２－２－２－２－２２２２２図図図図    現在の職種と従事している業務現在の職種と従事している業務現在の職種と従事している業務現在の職種と従事している業務    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２（２（２（２））））役職の役職の役職の役職の状況状況状況状況    

役職に｢就いている｣割合は、３．６％（有期で３．１％、無期で４．６％）だった（第

２－２－２３図）。 
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3.1 

4.6 

役職に就いている, 
3.6 

96.1 

94.2 

就いていない, 95.2 

0.7 

1.2 

無回答, 1.2 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

期間の定めがある

(n=3,756)

期間の定めがない

(n=1,317)

計(n=5,317）

33.9 

45.0 

正社員と同様の役職

（同じ役職に就いてい

る正社員もいる）, 38.5 

11.0 

8.3 

正社員が不在時に

その代理を務める

役割, 9.9 

23.7 

28.3 

他の短時間労働者の

指導・管理を行う

リーダー的役割, 24.5 

21.2 

6.7 

その他, 16.7 

10.2 

11.7 

無回答, 
10.4 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

期間の定めがある

(n=118)

期間の定めがない

(n=60)

計(n=192）

 役職に｢就いている｣場合の役職レベルについては、「正社員と同様の役職（同じ役職に

就いている正社員もいる）」が３８．５％で、次いで「他の短時間労働者の指導・管理を

行うリーダー的役割」が２４．５％、「正社員が不在時にその代理を務める役割」が９．

９％などとなっている。 

これを無期・有期パート別にみると、「正社員と同様の役職（同じ役職に就いている正

社員もいる）」は無期パート（４５．０％）が、有期パート（３３．９％）を上回ってい

る。また、「他の短時間労働者の指導・管理を行うリーダー的役割」も、無期パート（２

８．３％）の方が有期パート（２３．７％）より多いが、「正社員が不在時にその代理を

務める役割」は無期で８．３％、有期で１１．０％などとなっている。 

 

第２－第２－第２－第２－２２２２－２－２－２－２３３３３図図図図    役職の有無と種類役職の有無と種類役職の有無と種類役職の有無と種類    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

（（（（３３３３））））正社員と比較した仕事や人材活用の異同状況と、正社員と比較した仕事や人材活用の異同状況と、正社員と比較した仕事や人材活用の異同状況と、正社員と比較した仕事や人材活用の異同状況と、同じ仕事をしている正社員像同じ仕事をしている正社員像同じ仕事をしている正社員像同じ仕事をしている正社員像    

 職場に同じ仕事をしている正社員がいるかについては、｢同じ内容の業務を行い、責任

の重さも同じ正社員がいる｣が１５．５％、｢責任の重さは違うが、同じ内容の業務を行

っている正社員がいる｣が３３．８％、｢同じ内容の業務を行っている正社員はいない｣

が４０．５％、｢分からない｣が７．８％などとなった（第２－２－２４図）。 

 同じ内容の業務をしている正社員がいる場合に、その正社員の主な類型
15

について聞

くと、｢職種や責任範囲、勤務場所等が限定されている正社員｣が１９．４％、｢採用され

                            

15

複数名いる場合は、業務内容や責任がもっとも近い正社員１人を思い浮かべてもらった。 
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同じ内容の業務を

行い責任の重さも

同じ正社員が

いる,15.5

責任の重さは違うが

同じ内容の業務を

行っている

正社員がいる

33.8

同じ内容の業務を

行っている正社員は

いない,40.5

分から

ない

7.8

無回答

2.4

同じ仕事同じ仕事同じ仕事同じ仕事をををを

行っている行っている行っている行っている

正社員の有無正社員の有無正社員の有無正社員の有無

（ｎ＝全有効回答

短時間労働者５，３１７）

２５歳未満, 7.1 

２５歳以上

～３０歳未満,

16.2 

３０歳代, 25.6 ４０歳代, 23.3 ５０歳代, 17.8 

６０歳代, 4.2 

無回答,

5.8 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

属性②年齢属性②年齢属性②年齢属性②年齢
（ｎ＝同じ仕事を行っている

正社員がいる・短時間労働者２，６１９）

男性, 30.3 女性, 65.4 

無回答,

4.3 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

同じ仕事を行っている正社員の同じ仕事を行っている正社員の同じ仕事を行っている正社員の同じ仕事を行っている正社員の

属性①性別属性①性別属性①性別属性①性別 （ｎ＝同じ仕事を行っている

正社員がいる・短時間労働者２，６１９）

採用されて

間もない

正社員,

7.4 

育児や介護等の事情を

抱えている正社員, 6.8 

職種や責任範囲、

勤務場所等が限定

されている正社員,

19.4 

定年に近い正社員, 5.9 

左記以外の、職場で

一般的な正社員, 45.2 

その他,

3.4 

よく分からない, 7.7 

無回答,

4.3 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

属性③類型属性③類型属性③類型属性③類型

て間もない正社員｣が７．４％、｢育児や介護等の事情を抱えている正社員｣が６．８％な

どとなっているものの、もっとも多いのはこれら以外の｢一般的な正社員｣（４５．２％）

だった。 

 

第２－第２－第２－第２－２２２２－－－－２２２２４４４４図図図図    同じ仕事をしている正社員の有無と正社員像同じ仕事をしている正社員の有無と正社員像同じ仕事をしている正社員の有無と正社員像同じ仕事をしている正社員の有無と正社員像    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

これを無期・有期の契約別にみると、｢同じ内容の業務を行い、責任の重さも同じ正社

員がいる｣は無期で１７．２％、有期で１５．１％、｢責任の重さは違うが、同じ内容の

業務を行っている正社員がいる｣は無期で３４．５％、有期で３４．０％となり、正社員

17.2 

同じ内容の業務を

行い責任の重さも

同じ正社員がいる, 
15.1 

34.5 

責任の重さは

違うが同じ内容

の業務を行って

いる正社員が

いる, 34.0 

38.9 

同じ内容の

業務を

行っている

正社員は

いない, 41.5 

7.3 分からない, 7.5 
2.1 無回答, 1.9 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

期間の定めがない

(n=1,317)
期間の定めがある

(n=3,756)

31.6 

男性, 26.7 

63.8 

女性, 70.0 

4.6 

無回答, 
3.2 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

期間の定めがある

(n=1,845)

期間の定めがない

(n=681)

7.2 

２５歳

未満,
6.9 

15.9 

２５歳以上

～３０歳未満, 
17.8 

26.2 

３０歳代, 24.2 

23.0 

４０歳代, 24.1 

17.6 

５０歳代, 18.2 

3.9 

６０歳代, 4.7 

6.2 

無回答, 
4.1 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

期間の定めがある

(n=1,845)

期間の定めがない

(n=681)

7.4 

採用されて間もない

正社員, 7.0 

6.8 

育児や介護等の事情を

抱えている正社員, 6.5 

19.7 

職種や責任範囲、

勤務場所等が限定

されている正社員, 
19.5 

6.2 

定年に近い正社員, 5.1 

45.1 

左記以外の、職場で一

般的な正社員, 46.1 

3.4 

その他, 
3.4 

6.6 

よく

分から

ない, 
9.7 

4.7 

無回答, 
2.6 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

期間の定めがある

(n=1,845)

期間の定めがない

(n=681)
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15.2 

16.2 

人材活用が

同じ正社員が

いる, 15.3 

78.5 

77.4 

いない, 77.8 

6.2 

6.5 

無回答

, 6.9 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

期間の定めがある

(n=3,756)

期間の定めがない

(n=1,317)

計(n=5,317）

3.0 

2.6 

職務・人材活用

とも同じ正社員が

いる, 2.9 

88.8 

88.4 

いない, 88.1 

8.2 

9.0 

無回答,
9.0 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

期間の定めがある

(n=3,756)

期間の定めがない

(n=1,317)

計(n=5,317）

と同じ仕事を行っている割合は、無期パートの方がやや上回っている。ただし、比較対

象となる正社員については、大きく変わるものではない。無期・有期パートとも「左記

以外の職場で一般的な正社員」（無期４６．１％、有期４５．１％）をはじめ、「職種や

責任範囲、勤務場所等が限定されている正社員」（同順に１９．５％、１９．７％）など

が多くなっている。 

一方、人材活用（配置転換や転勤の有無とその範囲）が同じ正社員がいるかについて

は、「いる」が１５．３％（無期１６．２％、有期１５．２％）で、「いない」が７７．

８％（同順に７７．４％、７８．５％）などとなった（第２－２－２５図）。 

 結果として、正社員と職務（業務内容と責任）及び人材活用とも同じ正社員がいるか

については、「いる」が２．９％（無期２．６％、有期３．０％）で、「いない」が８８．

１％（同順に８８．４％、８８．８％）などとなった。    

    

第２－第２－第２－第２－２２２２－２－２－２－２５５５５図図図図    正社員との職務・人材活用の異同状況正社員との職務・人材活用の異同状況正社員との職務・人材活用の異同状況正社員との職務・人材活用の異同状況    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

（（（（４４４４）同じ仕事をしている正社員と比較した賃金水準の納得性）同じ仕事をしている正社員と比較した賃金水準の納得性）同じ仕事をしている正社員と比較した賃金水準の納得性）同じ仕事をしている正社員と比較した賃金水準の納得性    

 ｢同じ内容の業務を行い、責任の重さも同じ正社員がいる｣あるいは｢責任の重さは違う

が、同じ内容の業務を行っている正社員がいる｣と回答した短時間労働者（ｎ＝２，６１

９）に対して、同じ仕事を行っている正社員と比較した、自らの賃金水準について聞い

た。その結果、全体では｢正社員と同等もしくはそれ以上の賃金水準である｣が４．９％、

｢正社員より賃金水準は低いが、納得している｣が４６．１％、｢正社員より賃金水準は低

く、納得していない｣が２６．２％、｢分からない（考えたことがない）｣が２１．０％と

なった。これを業務の内容及び責任の重さ、人材活用の異同別にみると、正社員との重
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正社員と同等

もしくはそれ以上

の賃金水準である

9.1

正社員より

賃金水準は

低いが、

納得している

36.0

正社員より

賃金水準は低く、

納得して

いない,35.3

分からない

（考えたことが

ない）,17.8

無回答

1.7

業務業務業務業務・・・・責任責任責任責任ともともともとも同同同同じじじじ

正社員正社員正社員正社員がいるがいるがいるがいる

短時間労働者短時間労働者短時間労働者短時間労働者のののの

賃金賃金賃金賃金にににに対対対対するするするする納得性納得性納得性納得性

正社員と同等

もしくは

それ以上の

賃金水準である

4.9

正社員より賃金

水準は低いが、

納得している

46.1正社員より賃金

水準は低く、

納得していない

26.2

分からない

（考えたことが

ない）,21.0

無回答

1.7

（ｎ＝同じ内容の業務を

行っている正社員がいる・

短時間労働者２，６１９）

3.3 

正社員と同等

もしくはそれ以上

の賃金水準である, 

9.4 

46.6 

正社員より賃金水準は

低いが、納得している, 
44.8 

29.7 

正社員より

賃金水準は低く、

納得していない, 
18.5 

19.0 

分からない

（考えたことが

ない）, 25.3 

1.5 

無回答, 
2.1

0% 20% 40% 60% 80% 100%

期間の定めがある

(n=1,845)

期間の定めがない

(n=681)

複が大きくなるほど、｢正社員と同等もしくはそれ以上の賃金水準である｣及び｢正社員よ

り賃金水準は低く、納得していない｣割合が上昇する（第２－２－２６図）。 

一方、無期・有期パート別にみると、｢正社員と同等もしくはそれ以上の賃金水準であ

る｣は無期で９．４％、有期で３．３％、「正社員より賃金水準は低いが納得している」

は無期で４４．８％、有期で４６．６％、｢正社員より賃金水準は低く納得していない｣

は無期で１８．５％、有期で２９．７％、「分からない（考えたことがない）」は無期で

２５．３％、有期で１９．０％などとなった。 

 

第２－第２－第２－第２－２２２２－－－－２２２２６６６６図図図図    業務・責任、人材活用の異同別・業務・責任、人材活用の異同別・業務・責任、人材活用の異同別・業務・責任、人材活用の異同別・    

正社員と比較した賃金水準の納得性正社員と比較した賃金水準の納得性正社員と比較した賃金水準の納得性正社員と比較した賃金水準の納得性    

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

正社員と同等

もしくはそれ以上

の賃金水準である, 

3.0

正社員より

賃金水準は

低いが、

納得している, 

50.8

正社員より

賃金水準は低く、

納得して

いない, 22.1

分からない

（考えたこと

がない）, 22.5

無回答,
1.7

業務業務業務業務がががが同同同同じじじじ

正社員正社員正社員正社員がいるがいるがいるがいる

短時間労働者短時間労働者短時間労働者短時間労働者のののの

賃金賃金賃金賃金にににに対対対対するするするする納得性納得性納得性納得性

正社員と同等

もしくはそれ以上

の賃金水準で

ある, 11.7

正社員より

賃金水準は

低いが、

納得している, 

29.7

正社員より

賃金水準は低く、

納得して

いない, 46.6

分からない

（考えたこと

がない）, 
11.7

無回答, 0.4

業務業務業務業務・・・・責任責任責任責任・・・・人材活用人材活用人材活用人材活用

ともともともとも同同同同じじじじ正社員正社員正社員正社員がががが

いるいるいるいる短時間労働者短時間労働者短時間労働者短時間労働者のののの

賃金賃金賃金賃金にににに対対対対するするするする納得性納得性納得性納得性
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60.0 

7.6 

52.2 

10.4 

50.2 

35.7 

15.9 

17.1 

10.2 

31.2 

4.0 

7.9 

1.9 1.2 1.7 

32.8 

5.1 

27.7 

9.2 

27.7 

20.8 

10.5 

14.7 

8.6 

46.6 

5.2 
5.7 3.5 

6.1 

0.9 

0

10

20

30

40

50

60

70

責

任

の

重

さ

の

違

い

業

務

内

容

の

変

更

の

可

能

性

の

違

い

業

務

の

範

囲

や

業

務

量

の

違

い

異

動

・

転

勤

の

可

能

性

の

違

い

勤

務

時

間

の

自

由

度

の

違

い

残

業

や

休

日

出

勤

の

対

応

の

違

い

仕

事

の

成

果

、

勤

務

成

績

、

能

力

等

の

違

い

勤

続

年

数

の

長

さ

や

経

験

の

違

い

所

持

し

て

い

る

資

格

の

違

い

採

用

方

法

の

違

い

学

歴

の

違

い

会

社

に

対

す

る

貢

献

度

合

い

の

違

い

そ

の

他

合

理

的

な

理

由

は

な

い

（複数回答）

正社員より賃金水準は低いが、

納得している（ｎ＝１，２０８）

（平均選択数３．１個）
正社員より賃金水準は低く、

納得していない（ｎ＝６８７）

（平均選択数２．３個）

％

50.1 

6.7 

43.3 

10.0 

42.1 

30.3 

13.9 

16.3 

9.6 

36.8 

4.4 

7.1 

2.5 3.0 

1.4 

49.7 

5.1 

45.9 

6.5 

52.4 

35.0 

15.8 
18.1 

12.1 

27.4 

3.7 

6.0 

1.6 2.1 

1.9 

50.2 

7.2 

42.2 

11.4 

38.9 

29.2 

13.1 15.6 

8.8 

40.4 

4.7 

7.7 

2.7 3.3 

1.3 

0

10

20

30

40

50

60

責

任

の

重

さ

の

違

い

業

務

内

容

の

変

更

の

可

能

性

の

違

い

業

務

の

範

囲

や

業

務

量

の

違

い

異

動

・

転

勤

の

可

能

性

の

違

い

勤

務

時

間

の

自

由

度

の

違

い

残

業

や

休

日

出

勤

の

対

応

の

違

い

仕

事

の

成

果

、

勤

務

成

績

、

能

力

等

の

違

い

勤

続

年

数

の

長

さ

や

経

験

の

違

い

所

持

し

て

い

る

資

格

の

違

い

採

用

方

法

の

違

い

学

歴

の

違

い

会

社

に

対

す

る

貢

献

度

合

い

の

違

い

そ

の

他

合

理

的

な

理

由

は

な

い

無

回

答

計(n=1,895)

（平均選択数２．８個）

期間の定めがない

(n=431)（平均選択数２．９個）

期間の定めがある

(n=1,407)（平均選択数２．８個）

％

（複数回答）

（（（（５５５５）正社員より賃金水準が低い理由）正社員より賃金水準が低い理由）正社員より賃金水準が低い理由）正社員より賃金水準が低い理由    

正社員より「賃金水準は低いが、納得している」あるいは「賃金水準が低く、納得し

ていない」場合（ｎ＝１，８９５）に、正社員より賃金水準が低い理由をどう考えるか

聞くと（複数回答）、｢正社員より低くても納得している｣場合は、｢責任の重さの違い｣

（６０．０％）や、｢業務の範囲や業務量の違い｣（５２．２％）、｢勤務時間の自由度の

違い｣（５０．２％）、｢残業や休日出勤の対応の違い｣（３５．７％）などを挙げる割合

が高い（第２－２－２７図）。一方、｢納得していない｣場合には、｢採用方法の違い｣（４

６．６％）などによると考える割合が相対的に高くなっている。 

 これを有期・無期別にみると、両者で大きな違いがみられるのは、「勤務時間の自由度

の違い」や「採用方法の違い」などである。勤務時間の自由度に関しては、無期パ－ト

が５２．４％に対し有期パートは３８．９％となっている。また、採用方法の違いに関

しては、無期パートが２７．４％に対し有期パートが４０．４％となっている。 

 

第第第第２－２－２－２－２２２２－－－－２２２２７７７７図図図図    正社員より賃金水準が低い理由をどう考えるか正社員より賃金水準が低い理由をどう考えるか正社員より賃金水準が低い理由をどう考えるか正社員より賃金水準が低い理由をどう考えるか    

    

    

    

    

    

    

無

回

答 
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ある

39.2

特にない

57.0

無回答

3.8

賃金以外の処遇等で賃金以外の処遇等で賃金以外の処遇等で賃金以外の処遇等で

納得できないこと納得できないこと納得できないこと納得できないこと

（ｎ＝同じ内容の業務を

行っている正社員がいる・

短時間労働者２，６１９）
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具体的な内容具体的な内容具体的な内容具体的な内容

（ｎ＝納得できないことがある

・短時間労働者１，０２６）

（平均選択数３．２個）

教育訓練計

１９．１

手当関係計

２３．１

施設利用計

５．３
健康診断計

１３．３

％

（複数回答）

（６（６（６（６）賃金以外の処遇等で仕事が同じ正社員と取扱いが異なっており納得できないもの）賃金以外の処遇等で仕事が同じ正社員と取扱いが異なっており納得できないもの）賃金以外の処遇等で仕事が同じ正社員と取扱いが異なっており納得できないもの）賃金以外の処遇等で仕事が同じ正社員と取扱いが異なっており納得できないもの    

｢同じ内容の業務を行い、責任の重さも同じ正社員がいる｣あるいは｢責任の重さは違う

が、同じ内容の業務を行っている正社員がいる｣と回答した短時間労働者（ｎ＝２，６１

９）を対象に、賃金以外の処遇等で仕事が同じ正社員と取扱いが異なっており納得でき

ないものがあるか聞くと、「ある」が３９．２％だった（第２－２－２８図）。 

「ある」場合に具体的な内容をみると（複数回答）、多い順に「賞与」（６７．６％）、

「定期的な昇給」（４８．８％）、「退職金・企業年金」（３５．４％）、「仕事をする上で

必要な教育訓練」（１６．４％）、「慶弔休暇」（１５．７％）、「人事評価・考課」（１４．

４％）――などが挙げられている。その他（６．４％）の自由記述については、「有給休

暇が少ない・取れない」が多くなっている。 

    

第２－第２－第２－第２－２２２２－－－－２２２２８８８８図図図図    賃金以外の処遇等で納得できないことの有無と具体的内容賃金以外の処遇等で納得できないことの有無と具体的内容賃金以外の処遇等で納得できないことの有無と具体的内容賃金以外の処遇等で納得できないことの有無と具体的内容    

    

    

    

    

    

    

    

    

これを、「業務のみ同じ」「業務・責任とも同じ」「業務・責任・人材活用とも同じ」別

にみると（第２－２－２９図）、正社員と同じ度合いが高いほど、賃金以外の処遇等で納

得できないものがある割合も増大する（業務のみ同じ３６．８％→業務・責任とも同じ

４６．６％→業務・責任・人材活用とも同じ５２．０％）。 

その内容についても違いがみられ（複数回答）、「賞与」や「退職金」「定期的な昇給」

については業務や責任、人材活用の異同を問わず高くなっている。こうしたなか、「昇進・

昇格（キャリアアップ）」や「人事評価・考課」「手当関係」「看護休暇」等については、

業務・責任、人材活用とも同じパートほど高くなっており、一方で「健康診断」等につ

いては、業務のみ同じパートほど高くなっている。    
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答

同じ内容の業務・責任の重さ、人材活用とも同じ正社員がいる(n=79)

同じ内容の業務を行い、責任の重さも同じ正社員がいる(n=384)

責任の重さは違うが、同じ内容の業務を行っている正社員がいる(n=642)

％

第２－第２－第２－第２－２２２２－－－－２９２９２９２９図図図図    職務・人材活用の異同別にみた賃金以外の処遇等で納得できないもの職務・人材活用の異同別にみた賃金以外の処遇等で納得できないもの職務・人材活用の異同別にみた賃金以外の処遇等で納得できないもの職務・人材活用の異同別にみた賃金以外の処遇等で納得できないもの    

    

    

    

賃金以外の処遇等で仕事が同じ正社員と取扱いが異なっており納得できないものの有

無と内容を無期・有期パート別にみると、納得できないものが「ある」割合は無期パー

トで３０．１％に対し、有期パートでは４３．４％と相対的に高くなっている（第２－

２－３０図）。 

内容（複数回答）について両者を比較すると、無期パートで相対的に高いものには「通

勤手当」（無期１６．６％、有期８．０％）や、「健康診断」（無期１６．１％、有期１２．

６％）等がある。一方、有期パートで相対的に高いものとしては、「賞与」（無期６３．

４％、有期６８．７％）のほか、「定期的な昇給」（同順に４６．９％、４９．９％）、「退

職金・企業年金」（２９．３％、３７．１％）、「慶弔休暇」（８．８％、１７．６％）、「教

育訓練」（１２．７％、２０．８％）等が挙げられる。 

    

    

35.8

46.6

賃金以外の処遇等で

納得できないものがある，

52.0

60.4

49.8

特にない，46.7

3.8

無回答，

3.6

1.3

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

責任の重さは違うが、

同じ内容の業務を行っている

正社員がいる(n=1,795)

同じ内容の業務を行い、

責任の重さも同じ正社員が

いる(n=824)

同じ内容の業務・責任の重さ、

人材活用とも同じ正社員が

いる(n=152)

（複数回答）（複数回答）（複数回答）（複数回答）    
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（複数回答）

期間の定めがない

(n=205)（平均選択数２．９個）

期間の定めがある

(n=801)（平均選択数３．４個）

％

教育訓練計

無期１２．７％

有期２０．８％

手当関係計

無期２９．３％

有期２１．５％

健康診断計

無期１６．１％

有期１２．６％

施設利用計

無期２．４％

有期６．０％

30.1 

ある, 
43.4 

65.3 

特に

ない, 
53.4 

4.6 

無回答, 
4.6 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

期間の定めがない

(n=681)
期間の定めがある

(n=1,845)

第２－第２－第２－第２－２２２２－３－３－３－３００００図図図図    無期・有期別にみた賃金以外の処遇等で納得無期・有期別にみた賃金以外の処遇等で納得無期・有期別にみた賃金以外の処遇等で納得無期・有期別にみた賃金以外の処遇等で納得できないものできないものできないものできないもの    

    

    

    

    

（７（７（７（７））））処遇に係る説明を求めた経験処遇に係る説明を求めた経験処遇に係る説明を求めた経験処遇に係る説明を求めた経験    

現在の会社で、自分の処遇（賃金、教育訓練、福利厚生施設等）について、事業主や

人事担当者等に説明を求めた経験があるか聞くと、「説明を求めたことがある」が１３．

５％（無期１３．１％、有期１４．０％）で、「ない」が８３．８％（同順に８４．８％、

８３．７％）だった（第２－２－３１図）。 

説明を求めた結果、納得のいく説明があったかについては、「説明があり納得した」が

６５．１％（無期６９．９％、有期６３．７％）で、「説明はあったが納得しなかった」

が２６．４％（同順に２３．１％、２７．７％）、「相談を聞くだけで説明はなかった」

が７．４％（５．２％、７．８％）となった。処遇に対する説明については、無期パー

トの方が有期パートより相対的に「説明があり納得した」割合が高く、有期パートでは

「説明はあったが納得しなかった」割合が相対的に高くなっている。 

一方、説明を求めたことがない理由を聞くと（複数回答）、全体では「説明を求めるよ

うな疑問、不安等はないから」が６２．７％（無期６８．６％、有期６０．６％）でも

っとも多く、次いで「説明を求めてもきっと状況は改善しないから」が２５．６％（同

順に１９．７％、２８．１％）などとなっている。その上で、｢同じ内容の業務を行って

いる正社員がいる｣短時間労働者（ｎ＝２，６１９）の正社員と比較した賃金水準の納得

性毎に、処遇に対する説明を求めた経験をみると、やはり「正社員より賃金水準は低く、

納得していない」と受け止めている層で、説明を求めた経験は多く（２１．１％）なっ

ている。だが、「正社員より賃金水準は低く、納得していない」にもかかわらず、説明を

求めた経験がない者（７７．４％）も少なくない。この理由を集計すると、多い順に「説

明を求めてもきっと状況は改善しないから」が６６．０％、「説明を求めて不利益な取り

扱いをされるのが怖いから」が２８．０％などとなった。 
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計(n=4,457）
（平均選択数１．１個）

期間の定めがない

(n=1,117)（平均選択数１．１個）

期間の定めがある

(n=3,145)（平均選択数１．１個）

％

（複数回答）（複数回答）（複数回答）（複数回答）

9.3 

21.1 

12.5 

14.0 

説明を求めたこと

がある, 14.2 

88.7 

77.4 

86.2 

86.0 

説明を求めたこと

はない, 83.6 

2.0 

1.5 

1.3 

0.0 

無回答, 
2.2 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

分からない

（考えたことがない）(n=550)

正社員より賃金水準は低く

納得していない(n=687)

正社員より賃金水準は低いが

納得している(n=1,208)

正社員と同等かそれ以上の

賃金水準である(n=129)

同じ内容の業務を行なっている

正社員がいる計(n=2,619)

第２－第２－第２－第２－２２２２－－－－３３３３１１１１図図図図    処遇に係る説明を求めた経験処遇に係る説明を求めた経験処遇に係る説明を求めた経験処遇に係る説明を求めた経験    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

 

    

    

    

５．５．５．５．仕事に対する満足度仕事に対する満足度仕事に対する満足度仕事に対する満足度と今後の働き方と今後の働き方と今後の働き方と今後の働き方に対する考え方に対する考え方に対する考え方に対する考え方    

（１）現在の仕事や会社に対する満足度と理由（１）現在の仕事や会社に対する満足度と理由（１）現在の仕事や会社に対する満足度と理由（１）現在の仕事や会社に対する満足度と理由    

 現在の会社や仕事に対する満足度については、｢満足している｣（１９．２％）と｢どち

らかというと満足している｣（４８．８％）が合わせて７割弱に対し、｢不満である｣（４．

１％）と｢どちらかというと不満である｣（１５．３％）が合わせて２割弱となった（第

２－２－３２図）。 

｢満足している｣理由（複数回答）では、「労働時間等が自分の都合に合致しているから」

（７６．６％）がもっとも多く、次いで「仕事内容が合っているから」（４７．５％）、 
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％

（複数回答）（複数回答）（複数回答）（複数回答）

（平均選択数１.１個）

 
していないが、説明を求めたこと 

(n=正社員より賃金水準は低く納得 

はない短時間労働者 532） 

 

係る説明を係る説明を係る説明を係る説明を求めた経験求めた経験求めた経験求めた経験    

同同同同じ内容の業務を行っているじ内容の業務を行っているじ内容の業務を行っているじ内容の業務を行っている    

正社員と比較した賃金水準正社員と比較した賃金水準正社員と比較した賃金水準正社員と比較した賃金水準    

の納得性の納得性の納得性の納得性別にみた別にみた別にみた別にみた、処遇、処遇、処遇、処遇にににに    
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「不満である」理由「不満である」理由「不満である」理由「不満である」理由

（複数回答）（複数回答）（複数回答）（複数回答）

全体計(n=1,030)
期間の定めがない(n=210)
期間の定めがある(n=785)

％

「職場の人間関係や雰囲気が良いから」（４２．７％）などとなっている。一方、｢不満

である｣理由（複数回答）については、「勤続を重ねても賃金が上がらない」（５１．１％）

がもっとも多く、これに「仕事内容や自分の働きぶりに比べ賃金が安い」（４１．９％）、

「同じような仕事をしている正社員等と比べ賃金が安い」（３５．０％）などが続く。 

 

第２－第２－第２－第２－２２２２－－－－３３３３２２２２図図図図    現在の仕事や会社に対する満足度とその理由現在の仕事や会社に対する満足度とその理由現在の仕事や会社に対する満足度とその理由現在の仕事や会社に対する満足度とその理由    
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これを有期・無期別にみると、無期パートの方が｢満足している｣「どちらかというと

満足」の割合が相対的に高く、｢不満である｣「どちらかというと不満」の割合が相対的

に低くなっている。 

｢満足している｣理由（複数回答）を、有期と無期で比較してみると、両者の差がもっ

とも大きいのは｢解雇・雇止めの心配が当面ないから｣で、無期（２１．１％）が有期（１

３．９％）を上回っている。一方、｢不満である｣理由（複数回答）については、両者の

差が大きい順に、｢直ちに解雇・雇止めされることはないだろうが、経済悪化や経営危機

等で真っ先に解雇・雇止めの対象になる｣（有期３１．０％、無期１５．２％）、｢正社員

に転換できない｣（有期２６．１％、無期１６．２％）、｢会社からいつ解雇・雇止めされ

てもおかしくない｣（有期１６．７％、無期７．６％）――などとなっており、いずれも

有期が無期を上回っている。 

 

 

（２）（２）（２）（２）不満（あるいは不安）を事業主や人事担当者等に相談不満（あるいは不安）を事業主や人事担当者等に相談不満（あるいは不安）を事業主や人事担当者等に相談不満（あるいは不安）を事業主や人事担当者等に相談した経験した経験した経験した経験    

不満（あるいは不安）を事業主や人事担当者等に相談したことがあるかを聞くと、「相

談したことがある」は１３．６％（無期１４．５％、有期１３．６％）、「ない」は６８．

９％（同順に６７．０％、６９．８％）だった（第２－２－３３図）。 

相談した結果、納得のいく説明があったかについては、「説明があり納得した」割合が

半数超（５２．０％）で、「説明はあったが納得しなかった」が３人に一人超（３６．７％）、

「相談を聞くだけで説明はなかった」が１１．２％などとなっている。これを無期・有

期パート別にみると、「説明があり納得した」割合は無期パート（６１．３％）で有期パ

ート（４８．０％）より相対的に高い。 

一方、「相談したことがない」場合の理由を聞くと（複数回答）、全体では多い順に「相

談するほどの不満（あるいは不安）ではないから」が６１．０％（無期６６．７％、有

期５９．０％）、「相談してもきっと状況は改善しないから」が２９．７％（同順に２５．

５％、３１．８％）などとなった。 

さらに、現在の仕事や会社に対する満足度合い別に、不満・不安の相談経験をみると、

不満度合いが高いほど「相談したことがある」割合も高くなっている。だが、「不満」に

もかかわらず相談経験がない者（「不満である」で６９．０％、「どちらかというと不満」

で７９．１％）も少なからず存在する。その理由に着目すると、多い順に「相談しても

きっと状況は改善しないから」が７１．６％、「相談して（解雇・雇止め以外の）不利益

な取り扱いをされるのが怖いから」が２１．６％、「周囲の人間関係に配慮すると相談で

きない」が２１．１％、「相談して解雇・雇止めされるのが怖いから」が１８．３％、「相

談内容が職場内で公になる恐れがあるから」が１７．４％――などとなった。 
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公

に

な

る

恐

れ

が

あ

る

か

ら

そ

の

他

無

回

答

計(n=3,665)
（平均選択数１．４個）

期間の定めがない

(n=883)（平均選択数１．３個）

期間の定めがある

(n=2,620)（平均選択数１．４個）

％

（複数回答）（複数回答）（複数回答）（複数回答）

 (n=現在の会社に仕事に不満 
であるにも係わらず、 
相談したことがない 
短時間労働者 793） 

（ｎ＝現在の仕事や会社に

不満であるにも係わらず、

相談したことがない

短時間労働者793）

第２－第２－第２－第２－２２２２－－－－３３３３３３３３図図図図    不満・不安を相談した経験不満・不安を相談した経験不満・不安を相談した経験不満・不安を相談した経験    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

（３）（３）（３）（３）今後の働き方に対する考え方今後の働き方に対する考え方今後の働き方に対する考え方今後の働き方に対する考え方と正社員になりたい理由と正社員になりたい理由と正社員になりたい理由と正社員になりたい理由    

 今後の働き方について聞くと｢現在の会社で、短時間労働者として働きたい｣が６３．

４％でもっとも多かった。次いで、｢現在の会社で、正社員になりたい｣（１３．１％）、

｢別の会社で正社員になりたい｣（８．８％）、｢別の会社で短時間労働者として働きたい｣

（４．２％）などとなった（第２－２－３４図）。 

 これを有期・無期の契約別にみると、現在の会社・別の会社を問わず、無期パートで

は｢短時間労働者として働きたい｣割合（無期７１．９％、有期６６．６％）が相対的に

高く、有期パートでは相対的に｢正社員になりたい｣割合（無期１８．５％、有期２３．

 
現在の会社や仕事に対する満足度別 

にみた不満・不安を相談した経験 

45 

31.0 

20.4 

13.0 

8.8 

相談したことが

ある, 13.6 

319 

69.0 

79.1 

68.1 

71.7 

相談したことは

ない, 68.9 

189 

0.0 

0.5 

18.9 

19.5 

無回答, 17.4 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

何とも言えない・

分からない(n=533)

不満である(n=216)

どちらかというと

不満である(n=814)

どちらかというと

満足している(n=2,595)

満足している(n=1,023)

計(n=5,317)

553 
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44.5 

74.0 

65.2 

28.2 
25.9 

10.6 

22.3 
24.8 

5.8 4.7 
1.0 

26.7 

71.6 

60.9 

23.5 
28.4 

8.6 

19.3 
23.9 

5.3 2.9 2.1 

50.2 

75.2 

67.2 

29.8 
24.9 

11.3 

23.4 24.9 

5.7 5.1 
0.8 

0

10

20

30
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70

80

雇

用

不

安

が

な

く

な

る

か

ら

収

入

が

安

定

す

る

か

ら

よ

り

多

く

の

収

入

が

得

ら

れ

る

か

ら

福

利

厚

生

が

手

厚

い

か

ら

社

会

保

険

（
厚

生

年

金

・
健

康

保

険

）
に

加

入

で

き

る

か

ら

教

育

訓

練

が

受

け

ら

れ

る

か

ら

キ

ャ

リ

ア

を

高

め

ら

れ

る

か

ら

自

分

の

知

識

や

資

格

、

意

欲

・
能

力

等

を

活

か

し

た

い

か

ら

正

社

員

で

な

い

と

世

間

体

が

悪

い

か

ら

そ

の

他

無

回

答

計(n=1,161)（平均選択数３．１個）

期間の定めがない(n=243)（平均選択数２．８個）

期間の定めがある(n=866)（平均選択数３．２個）

％

（複数回答）（複数回答）（複数回答）（複数回答）

67.1 

62.6 

現在の会社で、

短時間労働者

として働きたい,63.4 

4.8 

4.0 

別の会社で、

短時間労働者

として働きたい,

4.2 

11.8 

13.4 

現在の会社で

正社員に

なりたい,13.1 

6.6 

9.6 

別の会社で、

正社員に

なりたい,
8.8 

3.0 

3.6 

その他, 
3.5 

1.8 

2.7 

働くのを

やめたい, 2.5 

4.8 

4.0 

無回答, 
4.6 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

期間の定めがない

(n=1,317)

期間の定めがある

(n=3,756)

全体計

(n=5,317)

１％）が高くなっている。 

「正社員になりたい」と回答した短時間労働者に理由を聞くと（複数回答）、多い順に

「収入が安定するから」が７４．０％、「より多くの収入が得られるから」が６５．２％、

「雇用不安がなくなるから」が４４．５％、「福利厚生が手厚いから」が２８．２％、「社

会保険（厚生年金・健康保険）に加入できるから」が２５．９％――などとなった。 

これを無期・有期パート別にみると、ともに「収入が安定するから」がもっとも高く

無期パートが７１．６％に対し有期パートは７５．２％。次いで「より多くの収入が得

られるから」が無期で６０．９％、有期で６７．２％となり、さらに「雇用不安がなく

なるから」が同順に２６．７％、５０．２％などとなった。無期労働契約のため、雇用

不安を訴える割合は有期労働契約の約半分だが、それでも「雇用不安をなくすため」に

さらに「正社員になりたい」とする割合も、無期パート全体の５％弱となっている。 

 

第２－第２－第２－第２－２２２２－－－－３３３３４４４４図図図図    今後の働き方に対する考え方今後の働き方に対する考え方今後の働き方に対する考え方今後の働き方に対する考え方と正社員になりたい理由と正社員になりたい理由と正社員になりたい理由と正社員になりたい理由    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４）（４）（４）（４）正社員採用・転換正社員採用・転換正社員採用・転換正社員採用・転換へへへへの応募等経験の応募等経験の応募等経験の応募等経験    

現在の会社で正社員への採用・転換に応募した経験や、正社員になれるよう事業主等

に願い出た経験があるか聞くと（第２－２－３５図）、「経験はない」が８６．３％と大

勢を占めたが、「正社員の新規採用時に応募したことがある」（３．０％）や「正社員へ

の転換機会・制度に応募したことがある」（１．４％）に加え、「機会・制度に関係なく、
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正社員の新規採用時

に応募したことが

ある,3.0

正社員への転換

機会・制度に

応募したことがある

1.4
機会・制度に

関係なく、

正社員になりたい

と事業主等に

願い出たことが

ある,3.5

経験はない

86.3

無回答

5.8

現在の会社現在の会社現在の会社現在の会社で正社員で正社員で正社員で正社員

にににになろうとした経験なろうとした経験なろうとした経験なろうとした経験

（ｎ＝全有効回答

短時間労働者５，３１７）

20.5 

機会があれば

（再）応募したい

（あるいは

願い出たい）

, 15.3 

33.5 

機会があっても（再）

応募することはない

（願い出ることはない）, 
32.4 

40.6 

分からない・

考えたことがない, 
44.8 

5.4 

無回答,
7.4 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

期間の定めがある

(n=3,756)

期間の定めがない

(n=1,317)

機会があれば

（再）応募したい

（あるいは願い

出たい）,19.0

機会があっても

（再）応募す

ることはない（願い

出ることはない）

32.6 

分からない・

考えたことがない

41.9 

無回答

6.5

今後の意向今後の意向今後の意向今後の意向

（ｎ＝全有効回答

短時間労働者５，３１７）

3.3 

正社員の新規採用時

に応募したことがある, 
2.6 

1.5 

正社員への転換機会・

制度に応募したこと

がある, 1.1 

3.6 

機会・制度に関係なく、

正社員になりたいと

事業主等に願い出た

ことがある, 3.1 

86.4 

左記のような経験は

ない, 87.5 

5.1 

無回答

, 5.6 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

期間の定めがある

(n=3,756)

期間の定めがない

(n=1,317)

16.1 

64.2 

60.8 

56.2 

今後、機会があれば

（再）応募したい

（あるいは願い出たい）, 
60.5 

35.2 

19.8 

17.6 

24.1 

機会があっても（再）

応募することはない

（願い出ることはない）, 
21.0 

46.7 

11.8 

14.9 

17.3 

分からない・

考えたことがない, 
14.4 

2.0 

4.3 

6.8 

2.5 

無回答,
4.0 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

経験なし計(n=4,587)

機会・制度に関係なく、

正社員になりたいと事業主等に

願い出たことがある計(n=187)

正社員への転換機会・制度に

応募したことがある計(n=74)

正社員の新規採用時に

応募したことがある(n=162)

これまでに応募等経験

あり計(n=423)

正社員になりたいと事業主等に願い出た経験がある」（３．５％）パートもみられる。 

さらに、今後の応募等の意向については、「機会があれば（再）応募したい（あるいは

願い出たい）」が１９．０％となる一方、「機会があっても（再）応募する（願い出る）

ことはない」が３２．６％、「分からない（考えたことがない）」が４１．９％などとな

っている。なお、応募等に関するこれまでの経験と今後の意向の関係をみると、何らか

の形でこれまで応募等を経験したことがあるほど、今後の意向も高くなっており、正社

員化を希望するパートの意向は根強いものであることが分かる。 

これを無期・有期パート別にみると、何らかの応募経験は無期パートが６．８％に対

し有期パートは８．４％で、有期パートでやや多くなっている。また、今後の意向につ

いても、「（再）応募したい」割合は、無期パートが１５．３％に対し有期パートは２０．

５％となっている。なお、「応募する（願い出る）ことはない」割合も、無期パート（３

２．４％）を有期パート（３３．５％）が上回っているものの、無期パートでは「分か

らない（考えたことがない）」割合や無回答の割合も多くなっている。 

 

第２－第２－第２－第２－２２２２－３－３－３－３５５５５図図図図    正社員採用・転換への正社員採用・転換への正社員採用・転換への正社員採用・転換へのこれまでのこれまでのこれまでのこれまでの応募等経験応募等経験応募等経験応募等経験と今後の意向と今後の意向と今後の意向と今後の意向    
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38.8 

45.0 

労働時間の長さや残業の

有無が選べる正社員, 40.4 

13.8 

7.7 

勤務地が限定

されている正社員, 12.2 

9.4 

7.7 

従事する職種が

限定されている

正社員, 8.8 

0.3 

0.5 

役職に就く範囲が

限定されている

正社員, 0.4 

6.8 

6.8 

左記のような

限定要件がない

正社員, 6.8 

20.5 

21.7 

どのような種類の

正社員でも正社員

にはなりたくない, 20.6 

10.4 

10.6 

無回答,
10.9 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

期間の定めがある

(n=3,756)

期間の定めがない

(n=1,317)

計(n=5,317）

（５）正社員として希望する働き方（５）正社員として希望する働き方（５）正社員として希望する働き方（５）正社員として希望する働き方    

正社員として希望する働き方について聞くと
16

、「労働時間の長さや残業の有無が選べ

る正社員」が４０．４％（無期４５．０％、有期３８．８％）ともっとも多かった。次

いで多かったのは「どのような種類の正社員でも正社員にはなりたくない」で２０．６％

となった（無期２１．７％、有期２０．５％）。このほか、「勤務地が限定されている正

社員」が１２．２％（同順に７．７％、１３．８％）で、「従事する職種が限定されてい

る正社員」が８．８％（７．７％、９．４％）――などと続いている（第２－２－３６

図）。 

 

第２－第２－第２－第２－２２２２－３－３－３－３６６６６図図図図    正社員として希望する働き方正社員として希望する働き方正社員として希望する働き方正社員として希望する働き方    

 

 

 

 

 

 

 

 

６６６６．教育訓練や自主的な能力開発．教育訓練や自主的な能力開発．教育訓練や自主的な能力開発．教育訓練や自主的な能力開発へへへへのののの取組取組取組取組状況状況状況状況    

（１）現在の会社で受けた教育訓練（１）現在の会社で受けた教育訓練（１）現在の会社で受けた教育訓練（１）現在の会社で受けた教育訓練    

 現在の会社で受けた教育訓練をみると（複数回答）、多い順に｢日常的な業務を通じた、

先輩や上司からの訓練・指導｣が４２．３％、｢入職時のガイダンス（経営理念、業務内

容、働く心構え等）｣が３５．８％、｢ひと通りの業務を遂行するために必要な教育・研

修｣が２７．９％、｢職場に設置されている業務マニュアルの自学自習｣が２４．４％――

などとなっている（第２－２－３７図）。 

 これを無期・有期の契約別にみると、無期では｢日常的な業務を通じた、先輩や上司か

らの訓練・指導｣（無期４５．０％、有期４１．７％）や｢担当業務に係るより専門的な

知識・技術等を身に付けるための教育・研修｣（無期１６．８％、有期１５．６％）、｢よ

り高度な業務に就くための（ステップアップにつながるような）教育・研修｣（無期７．

８％、有期５．７％）――などが相対的に高いのに対し、有期では｢セクシュアルハラス

メントの防止やコミュニケーションに関する研修｣（無期１１．７％、有期１７．８％）

                            

16

該当が複数ある場合は、もっとも当てはまるもの１つを選択してもらった。 
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67.6 
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27.9 

24.4 

42.3 

4.4 

15.6 
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等
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安
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災

防

止

に

関

す

る

研

修

セ

ク

シ

ュ

ア

ル

ハ

ラ

ス

メ

ン

ト

の
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に

関
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る

研

修
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人

情

報

保
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に

関

す

る

研

修

ひ

と

通

り

の

業

務

を

遂

行

す

る
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め

に

必

要

な

教
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場

に

設
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業

務
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自
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習
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的

な

業
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を

通

じ

た

、

先

輩

や

上

司

か

ら

の

訓

練

・
指

導

巡

回

指

導

員

に

よ

る

定

期

的

な

業

務

点

検

・

ア

ド

バ

イ

ス

担

当

業

務

に

係

る

よ

り

専

門

的

な

知

識

・
技

術

等

を

身

に

付

け

る

た

め

の

教

育

・
研

修

業

務

の

習

熟

度

等
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資
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検
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度
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い

た

教

育

・
研

修

業

務

の

習

熟

度

等

を

確

認

す

る

個

別

評

価

・
考

課

制

度

に

基

づ

い

た

教

育

・
研

修

よ

り

高

度

な

業

務

に

就

く

た

め

の

（
ス

テ

ッ

プ

ア

ッ

プ

に

つ

な

が

る

よ

う

な

）
教

育

・
研

修

役

職

（
役

割

）
に

就

く

た

め

に

必

要

な

教

育

・
研

修

自

己

啓

発

費

用

（
通

信

講

座

の

受

講

料

や

資

格

取

得

の

検

定

料

等

）
の

補

助

そ

の

他

の

教

育

訓

練

教

育

訓

練

は

ほ

と

ん

ど

受

け

て

い

な

い

無

回

答

（複数回答）（複数回答）（複数回答）（複数回答）

全体計

(n=5,317)（平均選択数２．９個）

期間の定めがない

(n=1,317)（平均選択数２．８個）

期間の定めがある

(n=3,756)（平均選択数２．９個）

％

69.0 

36.9 

22.4 
15.0 

22.3 
28.7 24.9 

43.3 

4.7 
16.0 

4.4 4.6 6.3 
1.5 4.1 1.9 

21.5 

9.5 

81.3 

52.8 

28.0 
18.2 

26.8 

44.3 
32.9 

53.9 

7.7 

26.6 

12.1 9.8 14.1 
5.1 9.4 

2.3 

18.7 

0.0 
0

20

40

60

80

100

何

ら

か

の

教

育

訓

練

を

受

け

て

い

る

計

入

職

時

の

ガ

イ

ダ

ン

ス

（

経

営

理

念

、

業

務

内

容

、

働

く

心

構

え

等

）

安

全

衛

生

や

労

災

防

止

に

関

す

る

研

修

セ

ク

シ

ュ

ア

ル

ハ

ラ

ス

メ

ン

ト

の

防

止

や

コ

ミ

ュ

ニ

ケ

ー

シ

ョ

ン

に

関

す

る

研

修

個

人

情

報

保

護

に

関

す

る

研

修

ひ

と

通

り

の

業

務

を

遂

行

す

る

た

め

に

必

要

な

教

育

・

研

修

職

場

に

設

置

さ

れ

て

い

る

業

務

マ

ニ

ュ

ア

ル

の

自

学

自

習

日

常

的

な

業

務

を

通

じ

た

、

先

輩

や

上

司

か

ら

の

訓

練

・

指

導

巡

回

指

導

員

に

よ

る

定

期

的

な

業

務

点

検

・

ア

ド

バ

イ

ス

担

当

業

務

に

係

る

よ

り

専

門

的

な

知

識

・

技

術

等

を

身

に

付

け

る

た

め

の

教

育

・

研

修

業

務

の

習

熟

度

等

を

確

認

す

る

社

内

資

格

・

検

定

制

度

に

基

づ

い

た

教

育

・

研

修

業

務

の

習

熟

度

等

を

確

認

す

る

個

別

評

価

・

考

課

制

度

に

基

づ

い

た

教

育

・

研

修

よ

り

高

度

な

業

務

に

就

く

た

め

の

（

ス

テ

ッ

プ

ア

ッ

プ

に

つ

な

が

る

よ

う

な

）

教

育

・

研

修

役

職

（

役

割

）

に

就

く

た

め

に

必

要

な

教

育

・

研

修

自

己

啓

発

費

用

（

通

信

講

座

の

受

講

料

や

資

格

取

得

の

検

定

料

等

）

の

補

助

そ

の

他

の

教

育

訓

練

教

育

訓

練

は

ほ

と

ん

ど

受

け

て

い

な

い

無

回

答

（ｎ＝教育訓練に回答があり

転職経験がある・短時間

労働者３，４４６）

（これまで受けた

教育訓練

平均選択数３．６個）

（現在の会社で

受けた教育訓練

平均選択数２．９個）

%

や｢個人情報保護に関する研修｣（無期１８．２％、有期２４．４％）、｢入職時のガイダ

ンス（経営理念、業務内容、働く心構え等）｣（無期３３．９％、有期３６．８％）――

などが相対的に高くなっている。 

 

第２－第２－第２－第２－２２２２－－－－３３３３７７７７図図図図    現在の会社で受けた教育訓練現在の会社で受けた教育訓練現在の会社で受けた教育訓練現在の会社で受けた教育訓練    

    

    

（２）（２）（２）（２）短時間労働者として短時間労働者として短時間労働者として短時間労働者としてこれまでに受けた教育訓練これまでに受けた教育訓練これまでに受けた教育訓練これまでに受けた教育訓練 

 転職経験がある場合に、これまで受けた教育訓練についても聞くと、これまで受けた

教育訓練の平均数は３．６個で、現在の会社で受けた教育訓練数は２．９個となった（第

２－２－３８図）。 

 

第２－第２－第２－第２－２２２２－－－－３３３３８８８８図図図図    短時間労働者としてこれまでに受けた教育訓練短時間労働者としてこれまでに受けた教育訓練短時間労働者としてこれまでに受けた教育訓練短時間労働者としてこれまでに受けた教育訓練    
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積極的に

取り組んでいる

22.4

あまり取り組んで

いない,

41.8

まったく

取り組んでいない

31.5

無回答

4.4

能力開発に対する能力開発に対する能力開発に対する能力開発に対する

自主的自主的自主的自主的な取組状況な取組状況な取組状況な取組状況

（ｎ＝全有効回答

短時間労働者５，３１７）

取り組んでいない73.2

41.5 

25.1 

15.5 

10.4 

34.2 

4.5 

2.4 

0

20

40

60

時

間

が

取

れ

な

い

費

用

が

か

か

る

や

る

べ

き

こ

と

が

分

か

ら

な

い

適

当

な

教

育

訓

練

機

関

が

な

い

・

情

報

が

な

い

必

要

性

を

感

じ

な

い

そ

の

他

無

回

答

能力開発に「取り組まない」能力開発に「取り組まない」能力開発に「取り組まない」能力開発に「取り組まない」理由理由理由理由

（ｎ＝能力開発に

取り組んでいない・

短時間労働者３，８９３）

（平均選択数１．３個）

％

23.2 

積極的に

取り組んで

いる, 20.3 

42.0 

あまり

取り組んで

いない, 42.3 

31.2 

まったく取り組んで

いない, 33.0 

3.6 

無回答

, 4.3 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

期間の定めがある

(n=3,756)

期間の定めがない

(n=1,317)

41.4 

21.7 

15.0 

7.6 

36.7 

4.6 2.8 

41.6 

26.4 

15.1 
11.3 

33.3 

4.5 
2.2 

0

10

20

30

40

50

時

間

が

取

れ

な

い

費

用

が

か

か

る

や

る

べ

き

こ

と

が

分

か

ら

な

い

適

当

な

教

育

訓

練

機

関

が

な

い

・

情

報

が

な

い

必

要

性

を

感

じ

な

い

そ

の

他

無

回

答

期間の定めがない

(n=992)（平均選択数１．３個）

期間の定めがある

(n=2,749)（平均選択数１．４個）

％

（複数回答）（複数回答）（複数回答）（複数回答）

（３（３（３（３）能力開発に対する自主的な取組状況）能力開発に対する自主的な取組状況）能力開発に対する自主的な取組状況）能力開発に対する自主的な取組状況    

    能力開発に対する自主的な取組状況については、｢積極的に取り組んでいる｣が２２．

４％で、｢あまり取り組んでいない｣が４１．８％、｢まったく取り組んでいない｣が３１．

５％などとなった（第２－２－３９図）。｢あまり・まったく取り組んでいない｣理由と

しては（複数回答）、｢時間がとれない｣（４１．５％）、｢必要性を感じない｣（３４．

２％）などが多い。 

これを有期・無期別にみると自主的な能力開発に「積極的に取り組んでいる」割合は、

無期パートで２０．３％に対し、有期パートは２３．２％で、「あまり取り組んでいな

い」が同順に４２．３％、４２．０％、「まったく取り組んでいない」が３３．０％、

３１．２％などとなっている。取り組まない理由を聞くと（複数回答）、無期・有期パ

ートで差があるのは、「必要性を感じない」で、無期パートが３６．７％に対し有期パ

ートが３３．３％。次いで、「費用がかかる」が無期パートで２１．７％、有期パート

で２６．４％などとなった。 

 

第２－第２－第２－第２－２２２２－－－－３９３９３９３９図図図図    能力開発に対する取組状況能力開発に対する取組状況能力開発に対する取組状況能力開発に対する取組状況    
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教育訓練の有無に寄らない全体平均教育訓練の有無に寄らない全体平均教育訓練の有無に寄らない全体平均教育訓練の有無に寄らない全体平均 4448 1002.14 4259 41.82

現在の会社で受けた教育訓練現在の会社で受けた教育訓練現在の会社で受けた教育訓練現在の会社で受けた教育訓練

n

現在の賃金

１時間当たり

平均時間給

n 採用時からの

時間給差額平均

入職時のガイダンス（経営理念、業務内容、働く心構え等）
1636

1012.21
1586

41.62

安全衛生や労災防止に関する研修
989

1027.72
947

49.14

セクシュアルハラスメントの防止やコミュニケーションに関する研修
694

1044.62
670

53.49

個人情報保護に関する研修
992

1037.20
964

51.68

ひと通りの業務を遂行するために必要な教育・研修
1281

1009.06
1239

45.02

職場に設置されている業務マニュアルの自学自習
1121

1033.29
1084

44.03

日常的な業務を通じた、先輩や上司からの訓練・指導
1964

998.73
1896

44.37

巡回指導員による定期的な業務点検・アドバイス
201

1018.97
189

55.89

担当業務に係るより専門的な知識・技術等を身に付けるための教育・研修
700

1084.17
677

63.79

業務の習熟度等を確認する社内資格・検定制度に基づいた教育・研修
192

1075.25
185

58.65

業務の習熟度等を確認する個別評価・考課制度に基づいた教育・研修
186

1124.23
178

60.83

より高度な業務に就くための（ステップアップにつながるような）教育・研修
275

1080.42
260

60.80

役職（役割）に就くために必要な教育・研修
72

1133.78
69

64.42

自己啓発費用（通信講座の受講料や資格取得の検定料等）の補助
166

1114.02
160

85.31

その他の教育訓練
76

1048.11
72

53.38

教育訓練はほとんど受けていない
845

981.47
799

38.30

職業能力開発への取り組み状況職業能力開発への取り組み状況職業能力開発への取り組み状況職業能力開発への取り組み状況 ｎｎｎｎ

現在の賃金

１時間当たり

平均時間給

n 採用時からの

時間給差額平均

積極的に取り組んでいる 938 1050.03 902 44.00

あまり取り組んでいない 1910 1028.62 1849 45.57

まったく取り組んでいない 1446 941.34 1372 37.45

なお、（２）現在の会社における教育訓練の受講状況や、（３）能力開発に対する自

主的な取り組み状況と、現在の時給水準の関係をみると、より高度な教育訓練を受けて

いるほど、また、能力開発に自主的に取り組んでいるほど、現在の時給水準は高くなる

傾向がうかがえる（第２－２－４０図）。 

    

第２－第２－第２－第２－２２２２－４０図－４０図－４０図－４０図    教育訓練や自主的能力開発と時給水準・上昇幅の関係教育訓練や自主的能力開発と時給水準・上昇幅の関係教育訓練や自主的能力開発と時給水準・上昇幅の関係教育訓練や自主的能力開発と時給水準・上昇幅の関係    
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